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ごあいさつ 

 

 

歴史を紡
つむ

ぎ 未来を創造するまち  

『門前都市 ながの』 を目指して 

 

 

本市の中心市街地は、善光寺の門前町として長い歴史の中で伝統や文化を育み、商業、業務、

行政、交通など、様々な都市機能が集積し、地域の経済や文化の中心的役割を担ってきました。 

本市では、中心市街地の活性化に向けて平成 19年５月から平成 24 年３月までの第一期及び、

平成 24 年４月から平成 29 年３月までの第二期の中心市街地活性化基本計画を策定して    

内閣総理大臣の認定をいただき、平成 29 年 10 月からは市独自の中心市街地活性化プランに  

基づき、様々な施策に取り組んでまいりました。 

この度、中心市街地の更なる活性化を目指して第三期となる基本計画を策定し、内閣総理大臣

の認定を受けることができました。 

本格的な人口減少局面を迎えるなか、商業環境の変化やインバウンドの増加など、本市を  

取り巻く社会情勢が大きく変化しております。そうしたなか、これまでの取組に加え、本市が 

持つ地域資源を活用し、様々な施策を組み合わせながら、新たな価値を創造していくことで、 

まちの魅力を高め、活力を生み出していくことが重要です。 

本計画のテーマである「歴史を紡ぎ 未来を創造するまち 門前都市 ながの」の実現を   

目指し、市民の皆様との協働により、計画に位置付けた事業を推進してまいります。 

結びに、本計画の策定にあたり、御尽力いただきました長野市中心市街地活性化協議会を  

はじめ、関係機関の皆様、ヒアリングや市民アンケートなどで貴重な御意見や御提案をいただき

ました皆様に心から感謝を申し上げます。 

 

 

令和８年（2026 年）４月       

 

長野市長  荻 原 健 司 
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○基本計画の名称：長野市中心市街地活性化基本計画

○作成主体：長野県長野市

○計画期間：令和８年４月から令和13年３月まで（５か年）

１．中心市街地の活性化に関する基本的な方針

［１］これまでの中心市街地活性化に関する取組の検証

（１）長野市中心市街地活性化プランの概要

① 計画期間：平成29年10月から令和８年３月まで（８年６か月）

② 区域面積：約216ha

③ 基本的な方針及び目標

目標指標目標基本的な方針

指標１
善光寺仁王門前の歩行者・自転車
通行量（人/日）

目標１ 行きたくなるまちまちなか観光の推進

指標２
総人口に対する中心市街地の人口
比率（％）

目標２ 住みたくなるまちまちなか居住の推進

指標３-１
中心市街地(６地点)の歩行者・自
転車通行量（人/日）

目標３ 巡りたくなるまちまちなか回遊の推進

指標３-２
中央通り及び権堂アーケード沿い
１階部分の空き店舗数（件）

指標４
もんぜんぷら座及び生涯学習セン
ター並びに権堂イーストプラザ市
民交流センターの利用者数（人/
年）

目標４ 交わりたくなるまちまちなか交流の推進

長野市中心市街地活性化プラン（以下「活性化プラン」という。）基本的な方針、目標、目標指標は、

国の認定を受けた第二期長野市中心市街地活性化基本計画（平成24年４月から平成29年３月までの５か

年）（以下「二期計画」という。）の内容を継承し、まちづくりの中長期的な一貫性を確保しつつ、中

心市街地の区域や計画事業については、二期計画をベースに策定時の中心市街地の現状に即した内容と

しています。
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① 計画期間内に変更した事業

・全39事業のうち17事業については、事業の進捗に応じた事業期間の変更や、実施主体の変更など

を行っています。

② 未着手の２事業に関する要因分析

・千歳町通りふれあいの道整備事業

長野駅周辺の回遊性向上を図るため、歩行者優先化や道路の美装化などを実施する計画として

いましたが、沿道の土地利用計画を踏まえ、道路のあり方について再検討が必要となったため、

事業化に至らなかったものです。

・権堂地区にぎわい滞留空間整備事業

権堂地区の賑わいを再生するため、平面駐車場などの低未利用地の有効活用を目指し、人々の

滞留空間を整備する計画としていましたが、事業予定地が民間事業者による有効活用が図られた

ため、事業化に至らなかったものです。

（２）中心市街地の活性化に資する事業等の進捗状況

活性化プランでは、中心市街地の活性化に資する全39事業を位置付け、ハード・ソフト両面から事業
を実施し、活性化に取り組んできました。

このうち、計画期間内に完了した事業が17事業、継続中が20事業、未着手が２事業となっています。

未着手継続中完了目標

－４事業３事業目標１ 行きたくなるまち

－１事業５事業目標２ 住みたくなるまち

２事業９事業４事業目標３ 巡りたくなるまち

－６事業５事業目標４ 交わりたくなるまち

２事業20事業17事業計（39事業）
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達成状況
実績値
（R06）

目標値
（R06）

基準値
（H28）

目標指標目標

達成31,95126,00027,150
指標１
善光寺仁王門前の歩行者・
自転車通行量（人/日）

目標１

行きたくなる
まち

未達成2.552.652.47
指標２
総人口に対する中心市街地
の人口比率（％）

目標２

住みたくなる
まち

未達成101,449108,000112,504
指標３-１
中心市街地(６地点)の歩行
者・自転車通行量（人/日）

目標３

巡りたくなる
まち

達成172121

指標３-２
中央通り及び権堂アーケー
ド沿い１階部分の空き店舗
数（件）

未達成343,406550,000560,735

指標４
もんぜんぷら座及び生涯学
習センター並びに権堂イー
ストプラザ市民交流セン
ターの利用者数（人/年）

目標４

交わりたく

なるまち

（３）目標の達成状況

活性化プランに掲げていた５つの目標指標のうち、指標１「善光寺仁王門前の歩行者・自転車通行

量」と指標３-２「中央通り及び権堂アーケード沿い１階部分の空き店舗数」については、目標を達成

しています。このうち、指標１「善光寺仁王門前の歩行者・自転車通行量」については、新型コロナウ

イルス感染症拡大に伴う行動制限の影響で令和２年から令和４年にかけて減少した観光客が、コロナ禍

後は増加に転じており、インバウンド需要の増加による通行量の増加がひとつの要因と考えられ、これ

までに本市が行ってきたまちづくりの取組による、ブランド力向上の効果と考えられます。指標３-２

「中央通り及び権堂アーケード沿い１階部分の空き店舗数」については、計画の核事業として取り組ん

だ「南石堂A-1地区優良建築物等整備事業」による居住者の増加や商業施設整備の効果に加え、「空き

店舗等活用事業」による新規出店の効果などが考えられます。

一方、指標２「総人口に対する中心市街地の人口比率」、指標３-１「中心市街地（６地点）の歩行

者・自転車通行量」及び指標４「もんぜんぷら座及び生涯学習センター並びに権堂イーストプラザ市民

交流センターの年間利用者数」の３つの指標は、目標値に届きませんでした。このうち、指標２「総人

口に対する中心市街地の人口比率」については、近年の中心市街地のマンション建設によるまちなかの

居住者の増加で数値は上昇したものの、目標値には届きませんでした。指標３-１「中心市街地（６地

点）の歩行者・自転車通行量」及び指標４「もんぜんぷら座及び生涯学習センター並びに権堂イースト

プラザ市民交流センターの年間利用者数」については、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う行動制

限の影響やコロナ禍後の人々の生活様式の変化により、目標値を大きく下回る結果となりました。
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26,000

（基準値） コロナ禍

目標指標１ 善光寺仁王門前の歩行者・自転車通行量

※調査は毎年10月第３日曜日6：00～18：00に実施

・善光寺仁王門前の歩行者・自転車通行量は、令和３年は新型コロナウイルス感染症拡大に伴う行動
制限の影響で減少していますが、令和２年は、調査時期が政府の観光促進事業のキャンペーンと重
なったこと、また令和４年は、善光寺御開帳で自粛ムードが緩和されたことで、通行量は大きく減少
せず、例年並みになっています。コロナ禍後の令和６年は、インバウンド需要の増加等により通行量
が大幅に増加しています。

出典：長野市歩行者通行量調査

目標指標２ 総人口に対する中心市街地の人口比率

・市全体の総人口が減少しているなかで、中心市街地は近年の相次ぐマンション整備で人口が維持さ
れ、結果として総人口に対する中心市街地の人口の比率は、若干の上昇からほぼ横ばいとなっていま
す。

（御開帳） （御開帳） （御開帳）

図1-1 善光寺仁王門前の歩行者・自転車通行量の推移

図1-2 総人口に対する中心市街地の人口比率の推移

コロナ禍

住民基本台帳を基に作成
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（目標値）
108,000

（基準値）

目標指標３-① 中心市街地（６地点）の歩行者・自転車通行量

※調査は毎年９月第１金曜日6：00～18：00に実施

・中心市街地６地点の歩行者・自転車通行量は、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う行動制限の影
響で令和元年から令和２年にかけて大きく減少し、善光寺御開帳が開催された令和４年以降、回復傾
向にはあるものの、コロナ禍前の水準には達していません。これは、コロナ禍でのリモートワークの
普及による通勤者の減少など、人々の生活様式の変化が要因と考えられます。

出典：長野市歩行者通行量調査

目標指標３-② 中央通り及び権堂アーケード沿い１階部分空き店舗件数

・中央通り及び権堂アーケード沿い１階部分空き店舗件数は、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う
行動制限の影響により、令和元年から令和３年にかけて増加しましたが、コロナ禍以降は需要が回復
し、飲食店などの新規出店が相次いだことにより、減少傾向にあります。

出典：長野市資料

図1-3 中心市街地６地点の歩行者・自転車通行量の推移

図1-4 中央通り及び権堂アーケード沿い１階部分空き店舗件数の推移

コロナ禍

コロナ禍
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59,767 76,769 76,751 
79,668 

76,250 
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H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

（人/年）

もんぜんぷら座 生涯学習センター 市⺠交流センター

（目標値）
550,000

第一期計画期間 第二期計画期間 活性化プラン期間
（基準値）

目標指標４ もんぜんぷら座及び生涯学習センター並びに権堂イーストプラザ市民交流センターの
利用者数

・もんぜんぷら座及び生涯学習センター並びに権堂イーストプラザ市民交流センターの利用者数は、
新型コロナウイルス感染症拡大に伴う行動制限の影響で令和２年に大幅に減少しています。それ以降
は回復の兆しがみられるものの、コロナ禍後もコロナ禍前の水準には達していません。

・コロナ禍後の施設ごとの利用者数をみると、もんぜんぷら座と生涯学習センターは回復傾向にあり
ますが、権堂イーストプラザ市民交流センターは令和２年以降ほぼ横ばいで、回復の兆しがみられま
せん。コロナ禍でのオンラインツールの普及による、対面での会議の減少など、人々の生活様式の変
化がその要因として考えられます。

出典：長野市資料

図1-5 もんぜんぷら座及び生涯学習センター並びに権堂イーストプラザ市民交流センターの
利用者数の推移

コロナ禍
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22.9

9.7

7.2

5.4

5.6

3.6

5.0

8.2

28.6

37.1

27.8

23.3

27.6

24.9

24.2

27.0

28.6

24.6

30.4

29.3

26.9

37.1

37.9

37.0

14.3

22.3

24.9

30.8

31.2

28.1

25.3

21.7

5.7

6.3

9.7

11.2

8.7

6.1

6.8

5.3

0.2

0.8

0.9

0% 50% 100%

10歳代

20歳代

30歳代

40歳代

50歳代

60歳代

70歳代

80歳以上

■年代別

そう思う ややそう思う どちらとも

いえない

あまりそう

思わない

そう思わない 無回答

(n=175)

(n=341)

(n=499)

(n=442)

(n=413)

(n=331)

(n=237)

(n=35)
(51.5)

(46.8)

(35.0)

(28.7)

(33.2)

(28.5)

(29.2)

(35.2)

(28.6)

(34.6)

(42.0)

(39.9)

(34.2)

(32.1)

(27.0)

(20.0)

方針１ まちなか観光の推進

問 門前町としての歴史や文化を感じられるなど、行きたくなるまちである。

14.3

16.6

19.4

15.1

18.9

14.3

14.6

24.9

54.3

45.1

42.6

40.8

45.0

45.5

43.9

32.6

14.3

22.9

18.1

19.0

17.4

21.3

21.4

23.8

5.7

12.0

16.9

21.1

14.0

14.9

17.2

15.0

11.4

3.4

3.0

3.9

4.6

3.8

2.2

2.6

0.2

0.6

1.2

0% 50% 100%

10歳代

20歳代

30歳代

40歳代

50歳代

60歳代

70歳代

80歳以上

■年代別

そう思う ややそう思う どちらとも

いえない

あまりそう

思わない

そう思わない 無回答

(n=175)

(n=341)

(n=499)

(n=442)

(n=413)

(n=331)

(n=237)

(n=35)
(68.6)

(61.7)

(62.0)

(55.9)

(63.9)

(59.8)

(58.5)

(57.5)

(15.4)

(19.9)

(25.0)

(18.6)

(18.7)

(19.4)

(17.6)

(17.1)

（４）定性的評価

① 市民の意識

令和６年度に市内に居住する満18歳以上の市民5,000人を対象に実施したまちづくりアンケート

（全回答数2,476）で、活性化プランに掲げた４つの基本方針についてどの程度実現できていると思

うか聞いたところ、「そう思う」と「ややそう思う」との回答が最も多かったのは方針１の「門前町

としての歴史や文化が感じられるなど、行きたくなるまちである」で59.7％、次いで方針３の「魅力

的なお店や、公園などの居心地の良い空間があるなど、巡りたくなる（歩きたくなる）まちである」

が32.7％、方針２の「生活に必要な機能が充実し、良好な住環境が整っているなど、住みたくなるま

ちである」が32.6％と続き、方針４の「幅広い世代の人々が集まる場所があるなど、交わりたくなる

（交流したくなる）まちである」は最も低く16.7％でした。年代別のクロス集計の結果からは、全体

的に若年層ほど「そう思う」「ややそう思う」と回答した人の割合が高い傾向がみられました。

方針１ まちなか観光の推進
（目標：行きたくなるまち）

方針２ まちなか居住の推進
（目標：住みたくなるまち）

方針３ まちなか回遊の推進
（目標：巡りたくなるまち）

方針４ まちなか交流の推進
（目標：交わりたくなるまち）

問 中心市街地の現状について、方針１～４それぞれにつき、あなたが感じる満足度を選んでください。

方針２ まちなか居住の推進

問 生活に必要な機能が充実し、良好な住環境が整っているなど、住みたくなるまちである。

〈補足〉年代別クロス集計結果
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40歳代

50歳代

60歳代

70歳代

80歳以上

■年代別

そう思う ややそう思う どちらとも

いえない

あまりそう

思わない

そう思わない 無回答

(n=175)

(n=341)

(n=499)

(n=442)

(n=413)

(n=331)

(n=237)

(n=35) (42.9)

(45.1)

(39.6)

(30.8)

(35.4)

(24.5)

(27.6)

(36.6)

(32.6)

(37.5)

(41.7)

(39.9)

(42.3)

(35.3)

(30.5)

(34.3)

2.9

4.0

3.4

1.5

2.7

1.6

2.4

5.6

22.9

20.6

11.0

11.2

16.7

9.7

12.4

18.5

22.9

25.7

33.3

32.0

33.2

38.9

39.1

39.6

37.1

35.4

36.3

40.2

37.3

39.4

35.5

27.9

14.3

14.3

16.0

15.1

10.2

10.2

9.4

7.3

0.2

1.2

1.2

0% 50% 100%

10歳代

20歳代

30歳代

40歳代

50歳代

60歳代

70歳代

80歳以上

■年代別

そう思う ややそう思う どちらとも

いえない

あまりそう

思わない

そう思わない 無回答

(n=175)

(n=341)

(n=499)

(n=442)

(n=413)

(n=331)

(n=237)

(n=35)
(25.8)

(24.6)

(14.4)

(12.7)

(19.4)

(11.3)

(14.8)

(24.1)

(49.7)

(52.3)

(55.3)

(47.5)

(49.6)

(44.9)

(35.2)

(51.4)

方針３ まちなか回遊の推進

問 魅力的なお店や、公園などの居心地の良い空間があるなど、巡りたくなる(歩きたくなる)

まちである。

方針４ まちなか交流の推進

問 幅広い世代の人々が集まる場所があるなど、交わりたくなる(交流したくなる）まちである。

② 中心市街地活性化協議会の意見

長野市は観光都市として、「まちなか観光の推進」及び「まちなか交流の推進」を最重要課題と

捉えています。そのため、第三期長野市中心市街地活性化基本計画においては、これらの取り組

みを積極的に進めていただきたい。
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［２］中心市街地活性化の課題

活性化プランでは、広場整備などのハード事業や、集客イベント開催などのソフト事業を活性化に資

する事業として位置付け、活性化に向けて取り組んできましたが、新型コロナウイルス感染症拡大に伴

う行動制限の影響により、期待した成果を得ることができませんでした。

コロナ禍を経て、まちの魅力向上や賑わい再生を目指し、中心市街地の活性化に取り組んでいくにあ

たり、以下の課題が考えられます。

（課題１）まちなか居住と交流の促進

急激な少子高齢化の進展により、市全体の人口が減少していくことが予想される中で、中心市街地で

は、近年マンションの建設が相次ぎ、今後も建設が予定されていることから、居住人口の減少の抑制が

期待されます。一方、もんぜんぷら座や権堂イーストプラザ市民交流センターなど市民交流の場となっ

ている公共公益施設では、コロナ禍に減少した利用者数が回復しておらず、利用者数増加に向けて利用

者ニーズに応じた施設運営が求められます。まちなかで誰もが生きがいを感じて働き・暮らせるまちの

実現に向け、生活を支える機能の充実や利便性の向上に加え、子供からお年寄りまで、多様な世代が集

い交流できる場を提供していくことが必要です。

（課題２）地域資源の活用促進

観光拠点である善光寺では、コロナ禍で減少した来訪者数が増加傾向にありますが、善光寺表参道か

ら路地を入った周辺のエリアにおいては、門前に点在する個店など、魅力的な地域資源の存在が市民や

観光客などに十分認知されていないこともあり、来訪者の回遊行動が中心市街地全体には広がっていな

い状況にあります。

来訪者に中心市街地のことをより知ってもらい、人の流れを生み出せるよう、長野の歴史文化や個性

的で魅力的な店舗など、まちなかの魅力を伝えるコンテンツの充実に加え、地元商店街とも連携しなが

ら地域資源を活用して事業を推進するなど、さらなる取組が必要です。

（課題３）魅力ある商業環境の充実

中心市街地の商店街においては、担い手不足によって魅力的な個店が廃業したり、イベント時におけ

る負担が増加しています。また、近年増加しているインバウンドや若者のニーズに応えられる店舗が不

足しています。

中心市街地の商店街の活力向上に向けた取組の充実や、インバウンドや若者など来訪者のニーズに応

じた、長野ならではのサービスの提供、人々を引き付ける魅力的な空間の創出が必要です。

（課題４）まちなかの回遊を促す歩きたくなるまちづくり

善光寺表参道では、歩行者優先道路化事業を推進していますが、長野駅から新田町交差点までの区間

については未整備となっています。まちなかの回遊を促し、善光寺周辺や長野駅周辺の賑わいを中心市

街地全体に波及させるため、居心地がよく快適な歩行者空間や滞留空間の整備などハード面での取組に

加え、にぎわい創出に向けた空間の利活用などのソフト面での取組など、一体的な取組が必要です。
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［３］中心市街地活性化の方針（基本的方向性）

（１）目指す中心市街地の都市像

第五次長野市総合計画では、まちづくりの基本方針のひとつに、“「長野らしさ」の発揮と「まちの
活力と魅力」の創出”を掲げています。善光寺の門前町として発展してきた中心市街地は、善光寺と長
野駅を結ぶ表参道を軸に、門前界隈の歴史的な佇まいと長野駅周辺の都市的な要素を併せ持っており、
将来にわたり、地域の特性に応じて発展していくことが求められています。

このため、これまで育まれてきた歴史や文化をさらに磨き上げていくとともに、新たな魅力や賑わい
を生み出し、将来に向かって持続的に発展していくため、中心市街地の目指す都市像として本計画の
テーマを以下のとおり設定します。

歴史を紡ぎ 未来を創造するまち 『門前都市 ながの』

方針１ 「多様な都市機能の充実による、誰もが生きがいを感じて暮らせるまちの実現」

商業、業務機能の拡充や、まちなか居住の促進、緑豊かで環境にも配慮した都市空間

の形成など、都市機能を充実させ、快適で安全・安心に暮らせるまちづくりを進めると

ともに、若者や高齢者など、多様な世代が集い・交流できる場を提供することで、住み

たくなる、生きがいを感じるまちを目指します。

方針２ 「門前町の歴史や文化を活かしつつ、新たな魅力を生み出せるまちの実現」

多様なコンテンツを活用し、善光寺門前に息づく歴史文化や個性的で魅力的な店舗な

ど、まちなかの魅力を発信するとともに、リノベーションによる地域資源の活用や地元

商店街と連携したにぎわい創出に取り組み、新たな価値を生み出すことで、関係人口を

増やし、訪れたくなる、滞在したくなるまちを目指します。

方針３ 「日常と非日常が行き交う、歩いて楽しめるまちの実現」

来訪者にとって歩きたくなる居心地がよい快適な道路空間を創出するとともに、長野

ならではの魅力あるサービス（飲食、体験など）を提供し、歩いて楽しい、回遊したく

なるまちを目指します。

（２）中心市街地の活性化に関する基本的な方針

（１）で定めたテーマを踏まえ、中心市街地の活性化に関する基本的な方針を以下のとおり定めます。

【テーマ】
つむ
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位置設定の考え方

本市は、長野県の北部に位置し、市の中央に千曲川と犀川という二つの大河が流れ、妙高戸隠連山国

立公園をはじめとする山並みに抱かれた長野盆地にあります。善光寺の門前町として街並みが形成され、

北国街道の宿場町を兼ねた商業都市として栄えました。明治30年の市制施行で長野市が誕生し、以来地

域の政治、経済の要、交通の要衝として発展してきました。

本市の中でも、長野駅から善光寺に至る、善光寺表参道を軸としたエリアは、長い歴史の中で伝統文

化を育み、善光寺や周辺の街並みなど歴史的・文化的資源を数多く有すると共に、行政、商業、業務な

ど高次の都市機能が集積しています。また、広域都市圏の拠点として、経済や文化の中心的役割を担っ

ていることから、このエリアを本市の中心市街地として設定します。

長野市

中心市街地

善光寺

長野駅

●

●

犀川

２．中心市街地の位置及び区域

長野県

長野市

［１］位置

中心市街地の位置
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区域設定の考え方

中心市街地の区域は、以下の視点から設定した活性化プランの区域を踏襲しつつ、計画に位置付ける

各事業をより有機的に連携させ、更なる活性化に繋げていくため、新たに城山公園一帯及び西鶴賀町一

帯を追加して、約237haの区域を本計画における中心市街地として位置付けます。

① 商業・業務機能などの都市機能が集積している区域

② 商業・業務機能の集積や土地の高度利用を誘導すべき区域

③ 歴史的に中心的な市街地が形成されてきたエリアや、文化、観光の交流拠点、居住などの観点

から中心的な商業・業務地と一体的なまちづくりや活性化が必要なエリアを含む区域

④ 中心市街地活性化の諸施策・事業を総合的かつ一体的に実施することが可能な区域

中心市街地の区域

［２］区域

なお、善光寺門前の区域の一部は、都市機能誘導区域外となっていますが、遊休不動産の活用に取り

組むなど、エリア一帯で古い建物を活用したまちづくりを推進するため、中心市街地の区域に含めます。
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〈補足〉

本計画において、城山公園一帯及び西鶴賀町一帯を新たに中心市街地の区域に追加する理由は以下の

とおりです。

○城山公園一帯

城山公園は、国宝善光寺の境内の東側に隣接し、開園から約120年と長野市で最も古い総合公園です。

園内には、様々なイベントに活用されている多目的広場や親子連れで賑わう城山動物園などの施設があ

り、城山公園再整備基本構想に基づいて、令和３年には、県立美術館のリニューアルに合わせ噴水広場

など公園の再整備が行われ、令和６年には屋内遊戯施設「ながのこども館 ながノビ！」が開館するな

ど、時代のニーズに対応しながら発展を続けています。また、噴水広場の再整備以降、これまで善光寺

の境内で開催されていた「善光寺びんずる市」が城山公園でも開催されるなど、新たな賑わいが生まれ

ています。

今後、更なる公園の魅力向上に向けた施設整備や、芸術文化と公園が一体となったイベントの開催な

ど、活性化に向けた取組を進め、善光寺周辺から城山公園一帯までを観光、文化、レクリエーションの

拠点として多くの人々が集い、親しんでもらえるエリアとし、観光客等の集客や回遊性の向上を図るこ

とで中心市街地の活性化につなげていくため、城山公園一帯の約14.5haを新たに追加します。

○西鶴賀町一帯

権堂アーケードの東側に位置する西鶴賀町一帯は、昔ながらの趣のある建物や個性的な店舗が軒を連

ね、昭和レトロを感じさせるノスタルジックな街並みを有しています。この地域では、長野市中心市街

地活性化協議会と長野県建築士会ながの支部の協働により、「西鶴賀エリアリノベーション」として空

き家や空き店舗の有効活用やコミュニティ醸成の取組が進められており、若者を中心に新規出店の機運

が高まっています。

今後、遊休不動産活用の取組をエリア一帯に広げ、地域コミュニティの強化や交流の促進、まちなか

の回遊性の向上を図ることで、中心市街地の活性化につなげていくため、西鶴賀町一帯の約6.5haを新

たに追加します。
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◆中心市街地のゾーニング（各エリアの役割と将来像）

長野中央西地区市街地総合再生基本計画を基に作成

善光寺門前町として発展してきた中心市街地は、歴史や文化的景観を有する善光寺周辺と商業や業

務など多様な都市機能が集積する長野駅周辺、これらを結ぶ善光寺表参道を軸としてまちが形成され

ており、その周辺に様々な機能を有するエリアが存在しています。中心市街地の各エリアの特性や個

性を活かしてまちの魅力向上を図るとともに、その効果を中心市街地全体や中心市街地周辺へ波及さ

せていくことを目指し、長野中央西地区市街地総合再生基本計画（令和４年２月）で位置付けられて

いる各エリアの役割を踏まえ、それぞれの将来像を示します。

善光寺門前エリア
・門前町の歴史的・⽂化的魅⼒を発信し、多くの来訪者
を迎え入れる地域
《千年の時を超え

伝統と文化が息づく善光寺門前》
善光寺の⻑い歴史や門前町として栄えた独⾃の⽂化を
守り育てるとともに、その魅⼒を多くの⼈々に伝え、
発信するエリア

権堂・鶴賀エリア
・門前の暮らしを支えるとともに、多様で魅⼒的なサー
ビスを提供する地域
《日々の暮らしと多様な文化が交錯し

人々を惹きつける文化創造エリア》
門前の暮らしを支えるとともに、アーケードを中心に
多様な価値観が混ざり合うことで、新たな賑わいを生
み出すエリア

官庁・業務集積エリア
・⾏政や企業が様々なサービスを提供する地域
《共創により未来の⻑野をデザインするエリア》
多様な主体が連携し、様々なサービスを提供することで、
⻑野の未来を創造していくエリア

⻑野駅周辺エリア
・多様な都市機能の集積により魅⼒と賑わいを生み出す
まちの玄関口

《⻑野の歴史文化と未来をつなぎ
世界に魅⼒を発信する県都の⽞関⼝》

門前町として発展してきた歴史・⽂化を踏まえ、新たな
魅⼒と賑わいを生み出していくまちの玄関口

城山エリア
・⽂化・芸術に触れ、憩いと交流を育む地域
《文化芸術と緑が織りなす 憩いと交流の丘》
美術館などの⽂化施設と公園が一体となり、⼈々が⽂化
芸術を身近に感じながら憩い、イベントなどを通じて交
流を深めることができるエリア

まちなか交流エリア
・⼈々の生活を支え、新たな価値を生み出す地域
《まちと新たな感性が出会い

創造性を育むエリア》
まちの個性を活かしつつ、新たな感性と交わることで、
⼈と⼈、⼈とまちを繋げ、新たな価値を生み出してい
くエリア

エリアの名称
・エリアの役割
《エリアの将来像》

新田町交差点エリア
・市⺠活動と情報発信により中心市街地の結節点となる地域
《伝統と未来が交差する

多世代交流の拠点となるエリア》
歴史ある善光寺門前と現代的な⻑野駅周辺をつなぐ表参
道の中心として、⼦どもからお年寄りまで、あらゆる世
代が集い、様々な活動を通じた交流により賑わいを生み
出すエリア

図2-1 中心市街地のゾーニング・ネットワーク
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要 件

第１号要件

当該市街地に、相当数の小売商業者が集積し、及び都市機能が相当程度集積しており、その存在して

いる市町村の中心としての役割を果たしている市街地であること。

説 明

本市の中心市街地は、行政、商業、業務など、高次の都市機能が集積しており、本市の経済や文化の

中心的な役割を果たしています。

■商業機能の集積状況

中心市街地の小売業の事業所数は、長野市全体の約25％を占めています。同様に、小売業の従業者数

は、長野市全体の約18％、売場面積は約15％、年間販売額は約14％を占めており、商業機能が集積する

中心市街地は、本市において経済的・社会的に中心的な役割を担っています。

中心市街地比率
（Ａ／Ｂ）

長野市全体
（Ｂ）

中心市街地
（Ａ）

項目

25.2％2,405606事業所数（件）

17.9％19,9673,583従業者数（人）

15.4％437,63767,495売場面積（㎡）

14.1％42,791,3376,041,711年間販売額（万円）

表2-1 小売業の状況（中心市街地・長野市）

出典：令和３年経済センサス

■都市機能の集積状況

中心市街地には、国や県の出先機関、市役

所などの主要な行政機関のほか、もんぜんぷ

ら座などの交流拠点施設、県立美術館や長野

市芸術館、長野市立長野図書館、大学、小学

校などの教育文化施設など、様々な公共施設

が立地しています。

また、中心市街地に近接して県庁や複数の

高等学校、大学、総合病院などが立地してお

り、中心市街地とその周辺に都市機能が集積

しています。

図2-2 中心市街地における都市機能の集積状況

善光寺

城山公園

⻑野県⽴美術館

ながのこども館ながノビ！

⻑野市⽴⻑野図書館

⻑野県庁

生涯学習センター

もんぜんぷら座

⻑野駅

市役所前駅

権堂駅

善光寺下駅
加茂小学校

⻑野市芸術館

⻑野市役所
鍋屋田小学校

山王小学校

柳町中学校

⻑野駅東⼝公園

城東小学校
信州大学教育学部

⻑野県⽴大学
後町キャンパス

象山寮

城山小学校

⻑野清泉⼥学院
中学校・高等学校

南部小学校

⻑野⻄高等学校

⻑野商業高等学校

中心市街地の区域
主要な公共施設
教育施設
公園・広場

⻑野第⼆合同庁舎

⻑野合同庁舎

清泉大学
⻑野駅東⼝キャンパス

⻑野税務署

中央消防署

⻑野ターミナル

⻑野中央病院

⻑野中央郵便局

⻑野地⽅検察庁

⻑野地⽅家庭裁判所

⻑野第⼀合同庁舎

⻑野県⽴大学
三輪キャンパス

鶴賀消防署

権堂イーストプラザ
市⺠交流センター

［３］中心市街地の要件に適合していることの説明
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要 件

第２号要件

当該市街地の土地利用及び商業活動の状況等からみて、機能的な都市活動の確保又は経済活力の維持

に支障を生じ、又は生ずるおそれがあると認められる市街地であること。

説 明
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⻑野市 中心市街地 中心市街地比率（％）
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中心市街地には商業機能が集積していますが、小売業の事業所数や従業者数等は減少傾向にあり、経

済活力の低下が見られます。また、市民交流の場となる公共施設の利用者数は新型コロナウイルス感染

症拡大に伴う行動制限で減少し、コロナ禍後も、コロナ禍前の水準には達していない状況にあります。

■商業の動向

中心市街地の小売業の事業所数、従業者数、年間販売額はともに、徐々に減少しています。

出典：総務省・経済産業省「経済センサス-活動調査結果」

図2-3 事業所数（小売業）の推移（本市全体と中心市街地の比較）

図2-5 年間販売額（小売業）の推移（本市全体と中心市街地の比較）

図2-4 従業者数（小売業）の推移（本市全体と中心市街地の比較）
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善光寺表参道及び権堂アーケード沿い１階部分の空き店舗数は減少傾向にあります。

図2-6 善光寺表参道及び権堂アーケード沿い１階部分空き店舗数の推移
出典：長野市資料

■中心市街地の人口

中心市街地では、近年マンション建設により居住人口の増加が期待されますが、本市の総人口は減少

傾向にあることから、中・長期的には、中心市街地においても人口が減少していくと考えられます。

図2-7 中心市街地の人口及び長野市総人口の推移

出典：住民基本台帳（各年度10月1日現在）
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273,315 229,900 

109,635 109,094 135,444 
182,584 186,772 

199,261 
190,386 

46,755 51,715 
80,129

95,160 108,472

79,668 

76,250 

49,755 48,666 
47,351 

48,257 48,162 

552,244 
496,536 

206,145 209,475 
262,924 

326,001 343,406 

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000
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もんぜんぷら座 生涯学習センター 市⺠交流センター 合計

■公共公益施設利用者数

中心市街地における市民活動や交流の場となる公共公益施設３か所（もんぜんぷら座、生涯学習セン

ター、権堂イーストプラザ市民交流センター）の年間利用者数は、新型コロナウイルス感染症拡大の影

響に伴う行動制限により大きく減少し、コロナ禍を経て徐々に回復傾向にありますが、コロナ禍前の水

準には達していません。

図2-8 中心市街地の公共公益施設３か所における年間利用者数の推移

以上、中心市街地における商業活動状況、人口及び公共公益施設利用者数の推移の状況から、機能的

な都市活動の確保や、経済活力の維持に支障が生じるおそれがあると認められます。

出典：長野市資料

コロナ禍
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要 件

第３号要件

当該市街地における都市機能の増進及び経済活力の向上を総合的かつ一体的に推進することが、

当該市街地の存在する市町村及びその周辺の地域の発展にとって有効かつ適切であると認められる

こと。

説 明

中心市街地は、北陸新幹線の停車駅である長野駅を擁し、県都長野の玄関口として、また、広域都市

圏の拠点として、経済や文化の中心的な役割を担っており、都市機能の増進、経済活力の向上を総合的

かつ一体的に推進することで、広く地域の発展に貢献することが期待されます。

■長野市第五次総合計画 後期基本計画

基本構想の一つである〝快適に暮らし活動できるコンパクトなまち「ながの」″に、「いきいきと暮

らせる魅力あるまちづくりの推進」を政策として位置付けています。中心市街地の目指すべき状態とし

て、人口密度が維持され、市民生活へのサービスの提供可能な都市機能が集約し、居心地の良い空間が

形成されることを掲げています。

■長野市都市計画マスタープラン

中心市街地は、都市拠点のうち、広域拠点に位置付けられており、歴史・文化などの特色を尊重し、

既存の都市基盤を有効活用するとともに、賑わいを創出する商業、文化等の都市機能を集積させ、まち

なか居住を推進することで、多様な魅力と活力ある「都市の顔」にふさわしい中心市街地の再生を図る

こととしています。

地域別街づくり構想では、長野駅善光寺口周辺地域及び善光寺周辺地域において、それぞれ以下のま

ちづくりの目標が掲げられています。

【長野駅善光寺口周辺地域】

・県都の玄関口として、多くの人が

訪れ、交流する場としてふさわし

い都市の顔づくりを進めるととも

に、各種都市機能の集積及びまち

なか居住の促進により広域拠点と

しての機能の充実を目指す。

図2-9 長野駅善光寺口周辺地域整備方針
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【善光寺周辺地域】

・善光寺に代表される歴史的、文化

的資産を大切にして、その周辺の施

設や環境を活かした、歴史が感じら

れる街並みの形成を目指す。

■長野県商圏調査

本市における、市町村の商業機能の影響が及ぶ範囲を示す指標となる商圏人口は、約60万7400人です。

また、消費者が居住市町村で買い物をする割合を示す地元滞留率は86.2％で、県下で最大となっていま

す。

出典：長野県商圏調査報告書（令和６年度）

摘要令和６年令和３年項目

前回調査より４％減607,424635,498商圏人口（人）

前回調査より３減2831商圏内市町村数

前回調査より3.6％減86.289.8地元滞留率（％）

図2-11 長野市の商圏（全品目平均）

図2-10 善光寺周辺地域整備方針

表2-2 長野市の商圏状況の推移
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３．中心市街地の活性化の目標

［１］中心市街地活性化の目標

中心市街地の課題を解決し、まちの活性化に繋げていくため、「多様な都市機能の充実による、
誰もが生きがいを感じて暮らせるまちの実現」「門前町の歴史や文化を活かしつつ、新たな魅力を
生み出せるまちの実現」「日常と非日常が行き交う、歩いて楽しめるまちの実現」を基本方針とし
て定めました。今期計画における中心市街地活性化の目標は、この基本方針に基づき、活性化プラ
ンで定めた４つの目標を継承し、一部わかりやすい表現に修正しました。

方針１
多様な都市機能の充実による、

誰もが生きがいを感じて暮らせるまちの実現

方針２
門前町の歴史や文化を活かしつつ、
新たな魅力を生み出せるまちの実現

方針３
日常と非日常が行き交う、
歩いて楽しめるまちの実現

目標１
住みたくなるまち

目標２
生きがいを感じるまち

目標３
訪れたくなるまち

目標４
歩きたくなるまち

【基本的な方針】

○目標１ 住みたくなるまち
中心市街地の人口の推移は横ばいにあるものの、急激な少子高齢化の進展により、今後減少して

いくことが予想されることから、まちの活力を維持していくためには、その源となる、居住人口を
維持していくことが重要であり、安心・安全で快適に暮らすことのできる居住環境の整備と居住の
誘導を図る必要があります。このため、土地の高度利用と都市機能の更新を図る長野駅前B-1地区市
街地再開発事業や北石堂町共同住宅等整備事業、既存ストックの有効活用を推進する中心市街地遊
休不動産活用事業などに取り組むことで、まちなか居住の促進を図るとともに、まちの魅力を発信
することで「住みたくなるまち」を目指します。

○目標２ 生きがいを感じるまち
多様な市民活動を育むとともに、新たな文化を創造していくため、人々の活動・交流につながる

機会や場を提供し、多様な主体の活動を支援していくことが必要です。このため、市民交流施設で
は、利用者ニーズを的確に捉えつつ、市民が主体となって文化を創造する機会や場を提供し、地域
を支える人材の育成や様々な人々との交流を促進することで「生きがいを感じるまち」を目指しま
す。

○目標３ 訪れたくなるまち
主要な観光拠点となっている善光寺にちなんだ集客イベントの開催、商店街の活性化事業などに

取り組むとともに、地域内に点在する魅力的な店舗など、地域資源の魅力を発信することで「訪れ
たくなるまち」を目指します。

○目標４ 歩きたくなるまち
中心市街地における来訪者の回遊行動を善光寺表参道からエリア一帯に広げていくため、安全で

居心地のよい歩行者のための空間整備を推進するとともに、来街目的となる長野ならではの魅力あ
るサービスを提供していく必要があります。このため、ウォーカブルなまちづくりを推進する中央
通り歩行者優先道路化事業や空き店舗等の活用などに取り組むことで、まちなかの回遊性の向上を
図り「歩きたくなるまち」を目指します。

【目標】
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目標値
（R12）

推計値
（R12）

基準値
（R06）

目標指標目標

9,8009,5269,521
指標１
中心市街地の人口（人）
（活性化プランの目標指標２に関連）

目標１

住みたくなるまち

572,000513,329513,329

指標２
もんぜんぷら座、生涯学習センター、権堂
イーストプラザ市民交流センター及び長野
市芸術館の利用者数（人/年）
（活性化プランの目標指標４に関連）

目標２

生きがいを
感じるまち

895,000874,560874,560
指標３
中心市街地内のホテルの宿泊者数（人/年）
（新規目標指標）

目標３

訪れたくなるまち

137,000133,400133,400
指標４
中心市街地の歩行者・自転車通行量
（活性化プランの目標指標１及び３-１に関連）

目標４

歩きたくなるまち

131717

指標５
善光寺表参道及び権堂アーケード沿い１階
部分の空き店舗数（件）
（活性化プランの目標指標３-２）

［２］計画期間の考え方

本計画の計画期間は、主要な事業の実施とその効果の発現が見込まれることを考慮し、令和８年４月

から令和13年３月までの５か年とし、その最終年度の令和12年度を目標年次とします。

［３］目標指標の設定と考え方

目標指標は、中心市街地における活性化の取組を継続的に評価･検証していくため、活性化プランで

設定した指標を継承することを前提に、本計画に基づく効果の発現と中心市街地の活性化の動向をより

的確に捉えていくため、一部指標の見直しと追加を行いました。

（人/日）
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■目標指標１ 中心市街地の人口

目標１「住みたくなるまち」の目標指標として活性化プランでは、「総人口に対する中心市街地の人

口比率」を設定していましたが、総人口の減少が著しいことから、事業の成果を的確に把握することが

難しいため、「中心市街地の人口」を新たな目標指標に設定します。

中心市街地の人口は、住民基本台帳のデータに基づき、毎年10月１日現在の人口数から把握します。

また、平成29年から令和６年（コロナ禍の令和２年から令和４年を除く。）の実績値を用いた回帰分析

により、令和12年の人口の推計値を9,526人とします。

目標値は、事業より見込まれる具体的な効果を推計値に積み上げて定めます。

中心市街地における関連事業の実施により、中心市街地の人口の増加数を315人と見込み、目標値を

9,800人に設定します。

図3-1 中心市街地の人口

目標値

（令和12年）

事業による増加数

（令和12年）

推計値

（令和12年）

基準値

（令和６年）目標指標

9,800人315人9,526人9,521人中心市街地の人口

① 直接的に効果が見込まれる事業

1）長野駅前Ｂ-１地区市街地再開発事業

まちなか居住を促進する共同住宅の整備が計画されており、中心市街地の人口の増加に寄与するこ

とが見込まれる。

178戸（予定戸数）×1.77人（令和６年の中心市街地の一世帯あたりの平均人数）＝315人

共同住宅の建設により315人の人口増加が見込まれる。

以上より、

9,526人（令和12年推計値）＋315人（事業による増加数）＝9,841人

≒9,800人

目標値を9,800人とする。

9,800 

8,000

8,200

8,400

8,600

8,800

9,000

9,200

9,400

9,600

9,800

10,000

H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

（人）

実績値 推計値

コロナ禍

（推計値）

（目標値）

（基準値）

※令和７年度以降は回帰分析による推計値

9,598 
9,679 

9,583 
9,503 

9,607 9,654 9,647 

9,521 
9,567 9,559 9,550 9,542 9,534 9,526 
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② 間接的に効果が見込まれる事業

1）こども広場「じゃん・けん・ぽん」運営事業

中心市街地における子育て支援の拠点として、乳幼児が安心して遊べる環境を提供するとともに、

子育て世代の親にとっては、子育て相談や情報交換ができる貴重な交流の場となっている。こうし

た取り組みにより、暮らしやすく、地域とのつながりを感じられる環境を整えることで、中心市街

地の人口の増加に寄与することが見込まれる。

2）「ながのこどもわくわくカフェ」運営事業

中心市街地における子どもと保護者のための多機能型の居場所を提供し、学習支援・食事支援

・相談・交流などを通じて、子どもたちの安心・安全な成長を支える施設であり、様々な事情を抱

える子供たちのまちなかにおける交流の場となっている。子育て世代が地域と関わりながら安心し

て暮らせる環境を整えることで、中心市街地の人口の増加に寄与することが見込まれる。

3）市街地循環バス運行事業

市街地循環バスの運行によって、中心市街地における交通の利便性が高まることで、まちなか居

住の促進につながり、中心市街地の人口増加に寄与することが見込まれる。

4）北石堂町共同住宅等整備事業

まちなか居住を促進する共同住宅の整備が計画されており、中心市街地の人口増加に寄与するこ

とが見込まれる。

③ 目標指標の計測方法について

調査方法：住民基本台帳の登録人口による

調 査 月：毎年10月１日

調査主体：長野市

調査対象：中心市街地の人口

算出方法：住民基本台帳の登録人口から、対象となる区域の人口を集計して算出
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■目標指標２ もんぜんぷら座、生涯学習センター、権堂イーストプラザ市民交流センター及び
長野市芸術館の利用者数

目標２「生きがいを感じるまち」（活性化プランでは「交わりたくなるまち」）の目標指標として活

性化プランで設定した、中心市街地における市民活動や交流の拠点となる公共公益施設３か所（もんぜ

んぷら座、生涯学習センター、権堂イーストプラザ市民交流センター）の利用者数に加え、長野市の文

化芸術の拠点に位置付けられている「長野市芸術館」の利用者数を加えた公共施設４か所の利用者数の

合計を、新たな目標指標に設定します。

もんぜんぷら座、生涯学習センター、権堂イーストプラザ市民交流センター及び長野市芸術館の利用

者数は、公共公益施設の年間施設利用者数の合計値から把握します。

平成29年から令和６年（コロナ禍の令和２年から令和４年を除く。）の実績値を用いた回帰分析によ

る推計値は、新型コロナウイルス感染症の影響を排除することが困難であり、また、施設の利用者数は、

今後、横ばいで推移することが想定されるため、最新値である令和６年度の利用者数を令和12年の推計

値とします。

図3-2 もんぜんぷら座、生涯学習センター、権堂イーストプラザ市民交流センター及び
長野市芸術館の利用者数
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目標値は、推計値に事業により見込まれる効果を積み上げて定めます。

中心市街地における関連事業の実施により、公共公益施設の利用者数の増加を58,499人と見込み、目

標値を572,000人に設定します。

コロナ禍

目標値

（令和12年）

事業による増加数

（令和12年）

推計値

（令和12年）

基準値

（令和６年）目標指標

572,000人58,499人513,329人513,329人

もんぜんぷら座、生涯学

習センター、権堂イース

トプラザ市民交流セン

ター及び長野市芸術館の

利用者数

（目標値）
572,000
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① 直接的に効果が見込まれる事業

事業の実施に加え、各施設の運営方法等の見直しを検討することにより、公共公益施設の利用者数に

ついて、コロナ禍後の利用者の回復状況に応じて増加率を設定し、利用者の増加を目指す。

1) もんぜんぷら座

・こども広場「じゃん・けん・ぽん」運営事業

施設利用者の交流事業や子育て講座などの拡充により、もんぜんぷら座利用者数の増加に

寄与することが見込まれる。

・ながの若者スクエア「ふらっと♭」運営事業

地域まるごとキャンパスのプログラムなどの拡充により、もんぜんぷら座利用者数の増加に

寄与することが見込まれる。

・もんぜんぷら座運営事業

入居施設の各種講座や自主イベントなどの拡充により、もんぜんぷら座利用者数の増加に寄与

することが見込まれる。

令和６年度もんぜんぷら座利用者数 186,772人 × 増加率 10％ ＝ 18,677人

もんぜんぷら座利用者の増加数 18,677人

2) 生涯学習センター

・信州環境フェア開催事業

サイエンスショーやスタンプラリー、TOiGO広場でのステージイベントなどの拡充により、生涯

学習センター利用者数の増加に寄与することが見込まれる。

・生涯学習センター運営事業

主催講座や自主イベントなどの拡充により、生涯学習センター利用者数の増加に寄与すること

が見込まれる。

令和６年度生涯学習センター利用者数 108,472人 × 増加率 20％ ＝ 21,694人

生涯学習センター利用者の増加数 21,694人

3) 長野市権堂イーストプラザ市民交流センター

・権堂イーストプラザ運営事業

主催講座や自主イベントなどの拡充により、市民交流センター利用者数の増加に寄与すること

が見込まれる。

令和６年度長野市権堂イーストプラザ市民交流センター利用者数 48,162人 × 増加率 20％

＝ 9,632人

長野市権堂イーストプラザ市民交流センター利用者の増加数 9,632人
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4) 長野市芸術館

・伝統芸能継承事業

伝統芸能こどもフェスティバルの拡充により、長野市芸術館利用者数の増加に寄与することが

見込まれる。

・芸術文化振興事業

市民演劇祭や文化芸術祭の拡充により、長野市芸術館利用者数の増加に寄与することが見込ま

れる。

・子供のための文化芸術プログラム

高校生バンドコンテストやミュージカル鑑賞会の拡充により、長野市芸術館利用者数の増加に

寄与することが見込まれる。

・長野市芸術館運営事業

各種公演の開催企画や市民参加型事業の拡充により、長野市芸術館利用者数の増加に寄与する

ことが見込まれる。

令和６年度長野市芸術館利用者数 169,923人 × 増加率５％ ＝ 8,496人

長野市芸術館利用者の増加数 8,496人

以上より、1）＋2）＋3）＋4） ＝ 58,499人増（事業による効果）

513,329人（推計値） ＋ 58,499人（事業による効果） ＝ 571,828人

≒ 572,000人

目標値を572,000人とする。

② 間接的に効果が見込まれる事業

1）大規模集客イベント開催事業

「長野びんずる」や「ながの祇園祭」など、長野の四季を彩る様々なイベントの練習や運営会議

の会場として使用することにより、公共公益施設の利用者数の増加に寄与することが見込まれる。

2）街角に芸術と音楽があるまちづくり開催事業

中心市街地の各所で行われる市民による文化芸術活動の練習会場として使用することにより、公

共公益施設の利用者数の増加に寄与することが見込まれる。

③ 目標指標の計測方法について

調査方法：公共公益施設の年度別事業報告書による

調 査 月：４月１日～３月31日

調査主体：長野市

調査対象：公共公益施設の利用者数

算出方法：４施設の利用者数の合計
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① 直接的に効果が見込まれる事業

1）長野灯明まつり開催事業

冬季の夜間に開催される長野を代表するイベントであり、遠方からの来訪者の宿泊滞在につなが
ることから、開催エリアの拡大など事業の拡充を図ることで、宿泊者数の増加に寄与することが見
込まれる。

令和６年度のイベント来訪者数（約21万人）のうち、少なくとも１％が宿泊することを目指し、
増加宿泊者数を求める。

事業による、増加宿泊者数は、令和６年度イベント来訪者数 210,000人 × １％ ＝ 2,100人

■目標指標３ 中心市街地内のホテルの宿泊者数

来訪者の滞在時間が長いほど地域経済への波及効果が大きくなることから、目標３「訪れたくなるま

ち」の目標指標として、新たに「中心市街地内のホテルの宿泊者数」を、目標指標に設定します。

中心市街地内のホテルの宿泊者数は、観光庁による「宿泊旅行統計調査」のデータから把握します。

平成29年から令和６年（コロナ禍の令和２年から令和４年を除く。）の実績値を用いた回帰分析によ

る推計値は、新型コロナウイルス感染症の影響を排除することが困難です。また、中心市街地内のホテ

ルの稼働率は、平成30年度で60.1％、令和６年度で60.6％となっており、既にコロナ禍前の水準まで回

復しています。今後、宿泊者数は、横ばいで推移することが想定されるため、最新値である令和６年度

の宿泊者数を令和12年の推計値とします。

図3-4 中心市街地内のホテルの宿泊者数
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（令和12年）

事業による増加数

（令和12年）
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895,000人20,500人874,560人874,560人
中心市街地内のホテル

の宿泊者数

546,431 
607,371 

548,003 

375,871 391,045 

539,123 

719,445 

874,560 

874,560

250,000

350,000

450,000

550,000

650,000

750,000

850,000

950,000

H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

（千人）

（推計値）

（基準値）

目標値は、推計値に事業により見込まれる効果を積み上げて定めます。

中心市街地における関連事業の実施により、中心市街地内のホテルの宿泊者数の増加を20,500人と見

込み、目標値を895,000人に設定します。

コロナ禍

（目標値）
895,000
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2）長野マラソンウェルカムフェス開催事業

マラソン大会前日に、中心市街地で開催する交流イベントであり、宿泊者数の増加に寄与するこ

とが見込まれる。

令和７年度のイベント参加者数（4,285人）のうち、県外からの参加者（56％）が宿泊すると想

定し、増加宿泊者数を求める。

事業による増加宿泊者数

令和７年度イベント参加者数 4,285人 × 56％ ≒ 2,400人

3）外国人観光客の受入関連

・インバウンド等対応店舗支援事業

ホテルや飲食店において、外国人観光客に対応した施設整備や長野ならではの魅力あるサービ

スの提供、歴史風情のある個店の魅力の発信などを支援することで、インバウンドによるまちな

か来訪、回遊の機会が創出でき、宿泊者数の増加に寄与することが見込まれる。

・外国人観光客受入環境整備事業

長野の魅力を伝える多様な交流機会の提供や、まちなかの装飾によるおもてなし空間の創出な

どにより、インバウンドによる滞在宿泊を促進し、宿泊者数の増加に寄与することが見込まれる。

中心市街地のホテルにおける令和６年度の外国人観光客の宿泊者数（160,510人）の10％の増加を

目指し、増加宿泊者数を求める。

事業による増加宿泊者数

令和６年度の外国人観光客の宿泊者数 160,510人 × 10％ ＝ 16,051人 ≒ 16,000人

以上より、1）＋2）＋3） ＝ 20,500人増（事業による効果）

874,560人（推計値） ＋ 20,500人（事業による効果） ＝ 895,060人

≒ 895,000人

目標値を895,000人とする。

② 間接的に効果が見込まれる事業

1）大規模集客イベント等開催事業

伝統ある「ながの祇園祭」など、長野の四季を彩る様々なイベントの開催により、宿泊者数

の増加に寄与することが見込まれる。

③ 目標指標の計測方法について

調査方法：宿泊旅行者統計調査（観光庁）の結果による

調 査 月：１月１日～12月31日

調査主体：観光庁

調査対象：中心市街地内のホテルの年間宿泊者

算出方法：中心市街地内のホテル宿泊者数の合計
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■目標指標４ 中心市街地の歩行者・自転車通行量

活性化プランで設定した「善光寺仁王門前の歩行者・自転車通行量」と「中心市街地（６地点）の歩

行者・自転車通行量」を統合し、目標４「歩きたくなるまち」の目標指標として設定します。

中心市街地の歩行者・自転車通行量は、毎年10月第３日曜日に実施する「善光寺仁王門前」の通行量

調査と、毎年９月第１金曜日に実施する調査地６地点「大門駐車場、権堂町、権堂大通り、長野銀座、

南千歳町、末広町」の通行量調査の結果から把握します。

平成29年から令和６年（コロナ禍の令和２年から令和４年を除く。）の実績値を用いた回帰分析によ

る推計値は、新型コロナウイルス感染症の影響を排除することが困難です。また、通行量は、ほぼコロ

ナ禍前の水準に回復しており、今後、横ばいで推移することが想定されるため、最新値である令和６年

の歩行者・自転車通行量を令和12年の推計値とします。

図3-5 中心市街地の歩行者・自転車通行量

① 直接的に効果が見込まれる事業

1）中心市街地遊休不動産活用事業

空き家見学会やシンポジウムの開催、リノベーションで生まれた個性的で魅力的な店舗等の情報を

発信することで、まちなかの回遊や交流、滞在機会の創出につながり、歩行者・自転車通行量の増加

に寄与することが見込まれる。

外国人観光客など、来訪者の回遊行動の多くは善光寺表参道に集中していることから、事業の実施

により、リノベーションで生まれた個性的で魅力的な店舗等の情報を発信することで、善光寺表参道

から周辺エリアへの回遊行動を促し、その効果を通行量に置き換えて算定する。
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中心市街地及びその周辺における令和６年度末までのリノベーション件数（215件）のうち、廃

業などを考慮して約半数が残っていると想定（215件 ÷２ ≒ 108件）し、これら（108件）を来街

目的に各１人がまちなかに来訪することを目指し、調査地７地点（善光寺仁王門前、大門駐車場、

権堂町、権堂大通り、長野銀座、南千歳町、末広町）における増加通行量を求める。

事業による増加通行量

リノベーション物件を来街目的とする来訪者 108人 ×７地点 ＝ 756人

2）善光寺表参道まち歩き開催事業

善光寺を中心とした歴史的資源や地元ならではの食文化など、門前の魅力を伝えるガイドツアー

により、歩行者・自転車通行量の増加に寄与することが見込まれる。

通常実施しているツアーメニューに加え、企業等と連携してツアーを企画・実施し、その効果を

通行量に置き換えて算定する。

新規ツアー（２件）に対して、１ツアーあたりの参加者数を10人と想定して、調査地４地点（善

光寺仁王門前、大門駐車場、長野銀座、末広町）における増加通行量を求める。

なお、通行者の動線は、行き帰りともに同じルートを通行すると想定する。

事業による増加通行量

新規ツアーの参加者数 ２件 × 10人 ×４地点×２(往復) ＝ 160人

3）長野市レンタサイクル事業

Ｅバイクのレンタサイクルステーションを整備し、善光寺までの移動手段の選択肢を増やすこと

で、歩行者・自転車通行量の増加に寄与することが見込まれる。

長野駅善光寺口の各ポート（15台分）が、午前と午後に２回ずつ利用されることを目指し、調査

地７地点（善光寺仁王門前、大門駐車場、権堂町、権堂大通り、長野銀座、南千歳町、末広町）に

おける増加通行量を求める。

事業による増加通行量

長野駅善光寺口ポート数 15台 × 回転数 ４回 × ７地点 ＝ 420人

4）城山公園関連

・城山公園再整備事業

神社庁跡地の有効活用や城山公園再整備基本構想に基づく再整備により、公園の魅力向上が図
られることで、利用者の増加や回遊性を図ることで、歩行者・自転車通行量の増加に寄与するこ
とが見込まれる。

・城山公園活用事業

城山公園において市民の憩いと地域コミュニティの場を提供すると共に、各種イベントを開催
し、エリア一帯での集客力の向上を図ることで、歩行者・自転車通行量の増加に寄与することが
見込まれる。

公園の再整備と活用を推進することで、「ながのこども館 ながノビ！」の利用者を善光寺界隈
へ誘導し、その効果を通行量に置き替えて算定する。

施設オープンから１年間の「ながのこども館 ながノビ！」の、市外からの利用者数 （38,054
人）より、１日あたりの利用者数（38,054人÷365日＝104人）を算定し、その半数 (52人) を善光
寺界隈へ誘導することを目指し、調査地２地点（善光寺仁王門前、大門駐車場）における増加通行
量を求める。

なお、通行者の動線は、行き帰りともに同じルートを通行すると想定する。
事業による増加通行量

１日あたりの市外からの利用者数 52人 ×２地点×２(往復) ＝ 208人
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5）観光案内施設運営事業

観光案内所を訪れた観光客に長野ならではの魅力を伝え、より長野を満喫できる旅のプランを
提案、サポートすることで、観光客のまちなか回遊、交流、滞在の促進を図ることで、歩行者・自
転車通行量の増加に寄与することが見込まれる。

長野駅構内にある観光案内所の利用者を善光寺界隈へ誘導し、その効果を通行量に置き替えて算
定する。

観光案内所の令和６年度利用者数（162,002人）より、１日あたりの利用者数（162,002人÷365
日＝444人）を算定し、その半数 (222人) を善光寺界隈へ誘導することを目指し、調査地４地点
（善光寺仁王門前、大門駐車場、長野銀座、末広町）における増加通行量を求める。

なお、通行者の動線は、行き帰りともに同じルートを通行すると想定する。
事業による増加通行量

１日あたりの利用者数 222人 ×４地点×２(往復) ＝ 1,776人

以上より、1）＋2）＋3）＋4）＋5）＝ 3,320人増（事業による効果）

133,400人（推計値）＋ 3,320人（事業による効果）＝ 136,720人

≒137,000人

目標値を137,000人とする。

② 間接的に効果が見込まれる事業

1）中央通り歩行者優先道路化事業

善光寺表参道において、歩行者のための安全で快適な空間を創出することで、まちなかの回遊性向上

につながり、歩行者・自転車通行量の増加に寄与することが見込まれる。

2）まちなか賑わい演出事業等

花や緑による通りの装飾や、長野ならではの魅力あるサービス（飲食、体験、空間づくりなど）の

提供により、気軽に立ち寄りたくなる商業環境を創出することで、まちなか回遊を推進し、歩行者・

自転車通行量の増加に寄与することが見込まれる。

③ 目標指標の計測方法について

調査方法：「長野市歩行者通行量調査」結果による

調 査 月：毎年10月第３日曜日（善光寺仁王門前）

毎年９月第１金曜日（大門駐車場、権堂町、権堂大通り、長野銀座、南千歳町、末広町）

調査主体：長野市

調査対象：善光寺仁王門前、大門駐車場、権堂町、権堂大通り、長野銀座、南千歳町、末広町の

歩行者・自転車

算出方法：善光寺仁王門前、大門駐車場、権堂町、権堂大通り、長野銀座、南千歳町、末広町の

歩行者・自転車通行量
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■目標指標５ 善光寺表参道及び権堂アーケード沿い１階部分の空き店舗数

来街目的となる店舗が連なる魅力的な通りであることが、中心市街地における来訪者の回遊行動に

つながることから、目標４「歩きたくなるまち」の目標指標として、活性化プランで設定した「善光

寺表参道（中央通り）及び権堂アーケード沿い１階部分の空き店舗」を引き続き、目標指標に設定し

ます。

善光寺表参道及び権堂アーケード沿い１階部分の空き店舗件数は、長野市が毎年10月に実施する空

き店舗調査の件数から把握します。

平成29年から令和６年（コロナ禍の令和２年から令和４年を除く。）の実績値を用いた回帰分析に

よる推計値は、新型コロナウイルス感染症の影響を排除することが困難であり、また、空き店舗数は、

今後の新規出店と閉店により、横ばいで推移することが想定されるため、最新値である令和６年の空

き店舗数を令和12年の推計値とします。

① 直接的に効果が見込まれる事業

1）空き店舗等活用事業

空き店舗等の改修費や経営指導員への事業相談などの一部を補助し、空き店舗を活用した新規出

店を促すことで、空き店舗の解消に寄与することが見込まれる。

2）事業承継促進事業

中小企業の事業継承に係る経費を補助することにより、事業経営者、個店経営者の承継に係る

負担が軽減され、新たな空き店舗の発生を抑制することが見込まれる。

図3-6 善光寺表参道及び権堂アーケード沿い１階部分の空き店舗数
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令和６年の善光寺表参道及び権堂アーケード沿い１階部分の空き店舗数は17件で、空き店舗率は

5.3％となっており、1）～2）の事業展開により、これを４％まで引き下げることを目指す。

事業による空き店舗減数

（令和６年の空き店舗率 5.3％－目標空き店舗率 ４％）× 全店舗数 319件 ＝ 4.14 ≒ ４件

以上より、

17件（推計値）- ４件（事業による効果）＝13件

目標値を13件とする。

② 間接的に効果が見込まれる事業

1）商店街イベント支援事業

商店街が実施する様々なイベントを支援することで、まちの活気や賑わいを創出し、空き店舗

の解消に寄与することが見込まれる。

2）商店街活性化事業

商店街団体が実施する商店街の魅力を向上させるための活動を支援することで、商店街等への

来訪を促進し、空き店舗解消に寄与することが見込まれる。

3）商品券等発行支援事業

商店街団体が実施する商品券の発行等の取組を支援することで、地域の消費が喚起され、空き

店舗の解消に寄与することが見込まれる。

③ 目標指標の計測方法について

調査方法：「善光寺表参道及び権堂アーケード沿い１階部分の空き店舗数調査」結果による

調 査 月：毎年10月

調査主体：長野市

調査対象：善光寺表参道及び権堂アーケード沿い１階部分の空き店舗

算出方法：善光寺表参道及び権堂アーケード沿い１階部分の空き店舗数の合計
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図3-7 目標指標４ 中心市街地の歩行者・自転車通行量の調査地点

：調査地点

：中心市街地の区域
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◇ 中心市街地の活性化に資する事業一覧

※◎：直接目標（目標指標）への効果が見込まれる／〇：間接的に目標（目標指標）への効果が見込まれる

全51事業（うち、再掲８事業）

１
中心市街
地の人口

２
公共公益
施設
利用者数

３
中心市街
地のホテ
ル宿泊者
数

４
中市街地
の歩行
者・自転
車通行量

５
中央通り
及び権堂
アーケー
ド１階部
分の空き
店舗数

1 4-1 6-2 新規 長野駅前Ｂ-１地区市街地再開発事業 事業施行者 (3) 社会資本整備総合交付金（市街地再開発事業） 国土交通省 ◎ ― ― 〇 ―

2 4-2 新規 中央通り歩行者優先道路化事業 市 (3) 社会資本整備総合交付金（都市再生整備計画関連事業） 国土交通省 ― ― ― 〇 ―

3 4-3 新規 城山公園再整備事業 市 (3) 社会資本整備総合交付金（都市再生整備計画関連事業） 国土交通省 ― ― ― ◎ ―

4 4-4 新規 善光寺東参道整備事業 県・市 (4) ― ― ― ― ― 〇 ―

5 4-5 新規 長野駅周辺駐輪環境整備事業 市 (4) ― ― ― ― ― 〇 ―

6 4-6 6-3 新規 北石堂町共同住宅等整備事業 民間事業者 (4) ― ― 〇 ― ― ― ―

7 5-1 新規 ながの若者スクエア「ふらっと♭」運営事業 市 (2)① 中心市街地活性化ソフト事業 総務省 ― ◎ ― ― ―

8 5-2 新規 こども広場「じゃん・けん・ぽん」運営事業 市 (3) 重層的支援体制整備事業交付金 厚生労働省 〇 ◎ ― ― ―

9 5-3 新規 長野市芸術館運営事業 市 (4) ― ― ― ◎ ― ― ―

10 5-4 新規 生涯学習センター運営事業 市 (4) ― ― ― ◎ ― ― ―

11 5-5 新規 「ながのこどもわくわくカフェ」運営事業 民間事業者 (4) ― ― 〇 〇 ― ― ―

12 5-6 新規 もんぜんぷら座運営事業 市 (4) ― ― ― ◎ ― ― ―

13 5-7 新規 権堂イーストプラザ運営事業 市 (4) ― ― ― ◎ ― ― ―

14 6-1 7-2 新規 中心市街地遊休不動産活用事業 市・協議会 (2)① 中心市街地活性化ソフト事業 総務省 〇 ― ― ◎ ―

再 6-2 4-1 新規 長野駅前Ｂ-１地区市街地再開発事業 事業施行者 (3) 社会資本整備総合交付金（市街地再開発事業） 国土交通省 ◎ ― ― 〇 ―

再 6-3 4-6 新規 北石堂町共同住宅等整備事業 民間事業者 (4) ― ― 〇 ― ― ― ―

15 7-1 新規 もんぜん青空テラス事業 市・民間事業者 (1) 道路占用の特例（法第41条） 国土交通省 ― ― ― 〇 ―

再 7-2 6-1 新規 中心市街地遊休不動産活用事業 市・協議会 (2)① 中心市街地活性化ソフト事業 総務省 〇 ― ― ◎ ―

16 7-3 新規 空き店舗等活用事業 市・民間事業者 (2)① 中心市街地活性化ソフト事業 総務省 ― ― ― ― ◎

17 7-4 新規 まちなか賑わい演出事業 市・商店街 (2)① 中心市街地活性化ソフト事業 総務省 ― ― ― 〇 ―

18 7-5 新規 商店街イベント支援事業 市・商店街 (2)① 中心市街地活性化ソフト事業 総務省 ― ― ― ― 〇

19 7-6 新規 商店街活性化事業 市・商店街 (2)① 中心市街地活性化ソフト事業 総務省 ― ― ― 〇 〇

20 7-7 新規 事業承継促進事業 市・民間事業者 (2)① 中心市街地活性化ソフト事業 総務省 ― ― ― ― ◎

21 7-8 新規 商品券等発行支援事業 市・商店街 (2)① 中心市街地活性化ソフト事業 総務省 ― ― ― ― 〇

22 7-9 新規 大規模集客イベント等開催事業 市・民間事業者 (2)① 中心市街地活性化ソフト事業 総務省 ― 〇 〇 ― ―

23 7-10 新規 善光寺表参道まち歩き開催事業 市・民間事業者 (2)① 中心市街地活性化ソフト事業 総務省 ― ― ― ◎ ―

24 7-11 新規 長野灯明まつり開催事業 実行委員会 (2)① 中心市街地活性化ソフト事業 総務省 ― ― ◎ ― ―

25 7-12 新規 善光寺界隈まちなか周遊促進事業 実行委員会 (2)① 中心市街地活性化ソフト事業 総務省 ― ― ― 〇 ―

26 7-13 新規 外国人観光客受入環境整備事業 市・民間事業者 (2)① 中心市街地活性化ソフト事業 総務省 ― ― ◎ ― ―

27 7-14 8-1 新規 長野市レンタサイクル事業 市 (2)① 中心市街地活性化ソフト事業 総務省 ― ― ― ◎ ―

28 7-15 新規 街角に芸術と音楽があるまちづくり開催事業 市 (2)① 中心市街地活性化ソフト事業 総務省 ― 〇 ― 〇 ―

29 7-16 新規 野外彫刻ながのミュージアム開催事業 市 (2)① 中心市街地活性化ソフト事業 総務省 ― ― ― 〇 ―

30 7-17 新規 伝統芸能継承事業 市 (2)① 中心市街地活性化ソフト事業 総務省 ― ◎ ― ― ―

31 7-18 新規 芸術文化振興事業 市 (2)① 中心市街地活性化ソフト事業 総務省 ― ◎ ― ― ―

32 7-19 新規 子どものための文化芸術プログラム 市 (2)① 中心市街地活性化ソフト事業 総務省 ― ◎ ― ― ―

33 7-20 新規 長野マラソンウェルカムフェス開催事業 実行委員会 (2)① 中心市街地活性化ソフト事業 総務省 ― ― ◎ ― ―

34 7-21 新規 長野マラソン開催事業 実行委員会 (2)① 中心市街地活性化ソフト事業 総務省 ― ― 〇 ― ―

35 7-22 新規 信州環境フェア開催事業 実行委員会 (2)① 中心市街地活性化ソフト事業 総務省 ― ◎ ― ― ―

36 7-23 新規 インバウンド等対応店舗支援事業 市・民間事業者 (2)② 地域未来交付金 内閣府 ― ― ◎ 〇 ―

37 7-24 新規 善光寺保存活用推進事業 市・民間事業者 (3) 文化資源活用事業費補助金 文部科学省 ― ― ― 〇 ―

38 7-25 新規 観光案内施設運営事業 市 (4) ― ― ― ― ― ◎ ―

39 7-26 新規 長野銀座にぎわい市開催事業 商店街 (4) ― ― ― ― ― 〇 ―

40 7-27 新規 ぱてぃお大門運営事業 ㈱まちづくり長野 (4) ― ― ― ― ― 〇 ―

41 7-28 新規 共通駐車券事業 ㈱まちづくり長野 (4) ― ― ― ― ― 〇 ―

42 7-29 新規 長野駅善光寺口利活用事業 民間団体 (4) ― ― ― ― ― 〇 ―

43 7-30 新規 長野駅東口公園活用事業 実行委員会等 (4) ― ― ― ― ― 〇 ―

44 7-31 新規 南千歳町公園活用事業 実行委員会等 (4) ― ― ― ― ― 〇 ―

45 7-32 新規 TＯiＧＯ広場活用事業 実行委員会等 (4) ― ― ― 〇 ― ― ―

46 7-33 新規 城山公園活用事業 実行委員会等 (4) ― ― ― ― ― ◎ ―

47 7-34 新規 セントラルスクゥエア活用事業 実行委員会等 (4) ― ― ― ― ― 〇 ―

48 7-35 新規 善光寺びんずる市開催事業 実行委員会 (4) ― ― ― ― ― 〇 ―

49 7-36 新規 もんぜんパートナーシップ事業 市・民間事業者 (4) ― ― ― ― ― 〇 ―

再 8-1 7-14 新規 長野市レンタサイクル事業 市 (2)① 中心市街地活性化ソフト事業 総務省 ― ― ― ◎ ―

50 8-2 新規 自動運転バス導入事業 市 (3) 自動運転社会実装推進事業 国土交通省 〇 ― ― ― ―

51 8-3 新規 市街地循環バス運行事業 市 (4) ― ― 〇 ― ― 〇 ―

№ 支援措置
支援
主体

目標（目標指標）

事業
番号

再掲
事業
番号

事業区分
（新規/
継続）

事業名 事業主体
支援
措置
区分
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［１］市街地の整備改善の必要性

４．土地区画整理事業、市街地再開発事業、道路、公園、駐車場等の公共の用に供する施設の整

備その他の市街地の整備改善のための事業に関する事項

■現状分析

・本市は、善光寺の門前町として発展し、善光寺表参道を軸として中心市街地が形成され、昔ながらの

小路が数多く残っています。市では、昭和55年に策定した長野市総合都市交通施設整備事業基本計画

に基づき、中心市街地の交通環境の整備を進めており、平成10年の長野オリンピック冬季大会を機に

中心市街地の骨格をなす幹線道路の整備を完了しました。その後、居心地がよく歩きたくなるウォー

カブルなまちの実現に向けて、善光寺表参道の歩行者優先道路化に着手し、北陸新幹線が金沢まで延

伸された平成27年３月までに新田町交差点から善光寺へ至る北側の整備が完了しており、今後、新田

町交差点から長野駅までの南側区間の整備を予定しています。

・中心市街地の北側に位置する城山公園では、令和２年に策定した城山公園再整備基本構想に基づき、

令和３年の県立美術館のリニューアルに合わせ噴水広場が再整備され、隣接する旧少年科学センター

も「ながのこども館 ながノビ！」として再整備され、令和６年７月にオープンしました。また、長野

駅から善光寺までのほぼ中間に位置し、長野オリンピック時に表彰式会場となった「セントラルス

クゥエア」は、令和２年に公園として整備され、週末には多くのイベント等に利用されています。こ

の他、長野駅東口の長野駅東口公園では、Park-PFIを活用した便益施設が整備され、多くの人々で賑

わっています。

・中心市街地には、商業や業務など様々な都市機能が集積し、社会資本の整備も着実に進められている

一方で、更新時期を迎えた老朽建物が増加しています。また、老朽建物解体後の敷地が小規模な平面

駐車場として利用されるなど、低未利用地も増加しており、土地の健全な高度利用と都市機能の更新

が課題となっています。

■市街地の整備改善の必要性

・中心市街地の歩行者ネットワークの強化を図るため、その軸となる善光寺表参道において、歩行者優

先の道路整備が未整備となっている新田町交差点から長野駅までの区間の整備を推進する必要があり

ます。車中心から人中心の道路空間整備を行うことにより、歩きたくなるまちの実現を目指します。

・中心市街地では城山公園やセントラルスクゥエア、長野駅東口公園など、まちなかの公園整備が進め

られてきました。まちなかの緑は、環境保全や良好な景観形成に寄与するほか、憩いの空間をもたら

し、人々の生活を豊かにするなど様々な役割があります。引き続き、公園の整備や民間開発における

グリーンインフラの確保など、緑豊かなまちづくりを推進し、住みたくなる・訪れたくなるまちの実

現を目指します。

・新田町交差点周辺から長野駅までの善光寺表参道沿道には、平面駐車場などの低未利用地や中高層の

老朽建築物が多く存在し、まちの魅力や活力の低下がみられることから、市街地再開発事業等による

土地の健全な高度利用と都市機能の更新により、地域の防災性向上やまちの賑わい再生を促し、住み

たくなるまちの実現を目指します。



38

【事業番号】4-1 【事業名】長野駅前Ｂ-１地区市街地再開発事業

令和５年度～【事業実施時期】

長野駅前Ｂ-１地区市街地再開発組合（予定）【実施主体】

長野駅前の末広町交差点北東エリアにおいて、土地の有効活用や老朽建物
の解消を図るとともに、都市機能更新による商業・業務機能の拡充や、ま
ちなか居住を推進するため、店舗、オフィス、住宅等を一体的に整備する
もの。

地区面積：約0.6ha
主要用途：店舗、事務所、共同住宅、駐車場

【事業内容】

活性化を実現するための位置付け及び必要性

１住みたくなるまち ４歩きたくなるまち【目標】

① 中心市街地の人口
④ 中心市街地の歩行者・自転車通行量

【目標指標】

まちの魅力向上や賑わい創出につながる店舗やオフィス、まちなか居住を
促進する共同住宅を整備するものであり、善光寺表参道の玄関口の顔とな
る新たな拠点が形成されることで、まちなかの回遊性向上など、周辺への
波及効果が期待され、中心市街地の活性化に資する。

【活性化に資する理由】

社会資本整備総合交付金（市街地再開発事業）【支援措置名】

国土交通省【支援主体】令和５年度～【支援措置実施時期】

区域内【その他特記事項】

［２］具体的事業の内容

（１）法に定める特別の措置に関連する事業

該当なし

（２）① 認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した特例措置に関連する事業

該当なし

② 認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した重点的な支援措置に関連する事業

該当なし

（３）中心市街地の活性化に資するその他の支援措置に関連する事業
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【事業番号】4-2 【事業名】中央通り歩行者優先道路化事業

令和８年度～【事業実施時期】

長野市【実施主体】

善光寺表参道において、長野駅前から新田町交差点までの区間の道路空間再
配分や美装化等により、歩行者優先の道路空間を整備するもの。

延長：約690ｍ
幅員：18～22ｍ

【事業内容】

活性化を実現するための位置付け及び必要性

４歩きたくなるまち【目標】

④ 中心市街地の歩行者・自転車通行量
【目標指標】

広い歩行空間の確保や滞留空間の整備、善光寺表参道の景観に配慮したデザ
インなど、歩行者のための安全で快適な空間を創出することで、まちなかの回遊
性向上につながり、中心市街地の活性化に資する。

【活性化に資する理由】

社会資本整備総合交付金（都市再生整備計画関連事業）【支援措置名】

国土交通省【支援主体】令和８年度～令和９年度【支援措置実施時期】

区域内【その他特記事項】

【事業番号】4-3 【事業名】城山公園再整備事業

令和８年度～【事業実施時期】

長野市【実施主体】

城山公園の魅力と回遊性の向上を図るため、公園のふれあい広場に隣接す
る神社庁跡地を公園と一体的に整備するもの。（整備面積：約1,000㎡）
また、城山公園再整備基本構想に基づき、交流の丘ゾーンと城山動物園の
再整備を行うもの。

【事業内容】

活性化を実現するための位置付け及び必要性

４歩きたくなるまち【目標】

④ 中心市街地の歩行者・自転車通行量
【目標指標】

神社庁跡地の有効活用や城山公園再整備基本構想に基づく再整備により、
公園の魅力向上が図られることで、利用者の増加や回遊性の向上が期待さ
れ、中心市街地の活性化に資する。

【活性化に資する理由】

社会資本整備総合交付金（都市再生整備計画関連事業）【支援措置名】

国土交通省【支援主体】令和９年度～【支援措置実施時期】

区域内【その他特記事項】
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【事業番号】4-5 【事業名】長野駅周辺駐輪環境整備事業

令和８年度～【事業実施時期】

長野市【実施主体】

中心市街地における自転車利用者の利便性向上を図るため、長野駅周辺に
おいて駐輪場の整備及び適正な管理を行うもの。

【事業内容】

活性化を実現するための位置付け及び必要性

４歩きたくなるまち【目標】

④ 中心市街地の歩行者・自転車通行量
【目標指標】

長野駅周辺における駐輪場の整備により自転車の利用環境が向上すること
で、自転車の利用が増進され、まちなかを回遊する機会が増えることによ
り、中心市街地の活性化に資する。

【活性化に資する理由】

・・・【支援措置名】

・・・【支援主体】・・・【支援措置実施時期】

区域内【その他特記事項】

【事業番号】4-4 【事業名】善光寺東参道整備事業

令和２年度～【事業実施時期】

長野県、長野市【実施主体】

善光寺と長野電鉄善光寺下駅を結ぶ善光寺東参道（都市計画道路 新町返目

線）において歩道を整備するもの。

延長：約80ｍ
【事業内容】

活性化を実現するための位置付け及び必要性

４歩きたくなるまち【目標】

④ 中心市街地の歩行者・自転車通行量
【目標指標】

長野電鉄善光寺下駅から善光寺までの主要な経路である善光寺東参道の歩

道を整備することにより、来訪者の安全性と快適性が確保され、回遊性の

向上につながることから、中心市街地の活性化に資する。
【活性化に資する理由】

・・・【支援措置名】

・・・【支援主体】・・・【支援措置実施時期】

区域内【その他特記事項】

(４)国の支援がないその他の事業
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【事業番号】4-6 【事業名】北石堂町共同住宅等整備事業

令和５年度～令和９年度【事業実施時期】

民間事業者【実施主体】

善光寺表参道沿いの大型商業施設跡地において、マンション等を整備するもの。

区域面積：約0.4ha
主要用途：共同住宅、店舗、駐車場

【事業内容】

活性化を実現するための位置付け及び必要性

１住みたくなるまち【目標】

① 中心市街地の人口
【目標指標】

まちなか居住を促進する共同住宅の整備に加え、善光寺表参道に面する１
階部分には、まちの賑わい創出につながる店舗の整備が計画されており、
中心市街地の活性化に資する。

【活性化に資する理由】

・・・【支援措置名】

・・・【支援主体】・・・【支援措置実施時期】

区域内【その他特記事項】
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［１］都市福利施設の整備の必要性

５．都市福利施設を整備する事業に関する事項

■現状分析

・中心市街地には、長野市立長野図書館や長野県立美術館などの文化施設や、専門学校・大学などの教

育機関、医療機関など多くの都市福利施設が集積しています。本市では、平成12年に市街地中心部に

あった２つの大型商業施設が相次いで倒産・撤退したことから、まちの中心部の空洞化を防ぎつつ、

市民活動や交流の場と機会を提供するため、一方の空きビルを活用し、市民活動支援施設や子育て支

援施設、高齢者交流施設等の公共公益施設と食品スーパーなどが入居する複合施設もんぜんぷら座を

平成15年にオープンしました。また、もう一方の空きビルは解体し、平成18年に市街地再開発事業に

より、放送局や商業施設に併せて生涯学習の拠点となる生涯学習センターが入居する複合施設TOiGO

（トイーゴ）をオープンしました。その後、平成27年には権堂地区における市民活動・交流の拠点と

なる権堂イーストプラザ市民交流センター、平成28年には文化芸術活動の拠点となる長野市芸術館が

それぞれオープンし、中心市街地内に市民活動や交流を促進する多様な公共公益施設が集積しました。

これら施設は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響で利用者が大幅に減少しましたが、コロナ禍以

降は徐々に回復しつつあり、市民活動や交流の拠点として利用されています。

なお、もんぜんぷら座は、施設の老朽化により令和12年度末を目途に廃止が予定されており、建物

解体後の敷地の利活用に加え、既存機能の移転先の確保が課題となっています。

■都市福利施設を整備する事業の必要性

・中心市街地には、市民活動や交流を支援する施設や、教育文化施設など多くの都市福利施設が集積し

ています。今後は、既存施設の利活用を促進し、多様な市民ニーズに対応した取組を充実させること

で、更なる利用者の増加を図り、人々の交流をとおしてまちの賑わいにつなげ、誰もが生きがいを感

じて暮らせるまちの実現を目指します。
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［２］具体的事業の内容

（１）法に定める特別の措置に関連する事業

該当なし

（２）① 認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した特例措置に関連する事業

② 認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した重点的な支援措置に関連する事業

該当なし

【事業番号】 5-1 【事業名】ながの若者スクエア「ふらっと♭」運営事業

令和５年度～【事業実施時期】

長野市【実施主体】

中心市街地の中心に位置するもんぜんぷら座において、若者が主体的にま
ちづくり活動に取り組む機運の醸成や若者同士の交流を推進するため、
「ながの地域まるごとキャンパス」など具体的な参加型体験プログラムの
実施や交流の場を提供するもの。

【事業内容】

活性化を実現するための位置付け及び必要性

２生きがいを感じるまち【目標】

② 公共公益施設の利用者数
【目標指標】

若者スクエア「ふらっと♭」は、学生をはじめとした若者が、学校や自宅、
部活、習い事以外で、自由に集まることができる施設であり、体験型のプ
ログラムなどをとおして、若者同士の交流の機会が生まれることで、やり
がいや生きがいをもって主体的にまちづくり活動に取り組む機運や機会を
生み出すもので、まちなかにおける交流人口の拡大にもつながり、中心市
街地の活性化に資する。

【活性化に資する理由】

中心市街地活性化ソフト事業【支援措置名】

総務省【支援主体】令和８年４月～令和13年３月【支援措置実施時期】

区域内【その他特記事項】
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（３）中心市街地の活性化に資するその他の支援措置に関連する事業

【事業番号】5-2 【事業名】こども広場「じゃん・けん・ぽん」運営事業

平成15年度～【事業実施時期】

長野市【実施主体】

中心市街地の中心に位置するもんぜんぷら座において、乳幼児の遊び場と
保護者の交流の場を提供するとともに、子育てに関する相談に応じるなど、
子育て支援を行うもの。

【事業内容】

活性化を実現するための位置付け及び必要性

１住みたくなるまち ２生きがいを感じるまち【目標】

① 中心市街地の人口

② 公共公益施設の利用者数

【目標指標】

中心市街地における子育て支援の拠点として、乳幼児の安心・安全な遊び
場を提供するとともに、子育て世代の親にとっては子育て相談だけでなく、
貴重な交流の場となっており、まちなかで安心して暮らしていくために必
要な機能を担っている。また、中心市街地以外の居住者にとっては来街目
的ともなっており、中心市街地の活性化に資する。

【活性化に資する理由】

重層的支援体制整備事業交付金【支援措置名】

厚生労働省【支援主体】令和６年度～【支援措置実施時期】

区域内【その他特記事項】

【事業番号】5-3 【事業名】長野市芸術館運営事業

平成28年度～【事業実施時期】

長野市【実施主体】

文化・芸術の振興を図るため、音楽や演劇など、市民が文化芸術に触れる
機会と場を提供するもの。

【事業内容】

活性化を実現するための位置付け及び必要性

２生きがいを感じるまち【目標】

② 公共公益施設の利用者数
【目標指標】

長野市芸術館は、市民の文化芸術の交流拠点であり、音楽や演劇、ダンス
など多彩なジャンルのイベントが開催される施設で、市民参加型の企画も
多く、子ども向けプログラムも充実しており、本市の文化芸術の中心的存
在となっていることから、本事業の展開は中心市街地の活性化に資する。

【活性化に資する理由】

・・・【支援措置名】

・・・【支援主体】・・・【支援措置実施時期】

区域内【その他特記事項】

（４）国の支援がないその他の事業
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（４）国の支援がないその他の事業

【事業番号】5-4 【事業名】生涯学習センター運営事業

平成18年度～【事業実施時期】

長野市【実施主体】

 生涯学習の振興と市民の積極的な社会活動への参加を促進するため、各種
講座の開催など活動の機会と場を提供するもの。

【事業内容】

活性化を実現するための位置付け及び必要性

２生きがいを感じるまち【目標】

② 公共公益施設の利用者数【目標指標】

長野市生涯学習センターは、市民が「いつでも・どこでも・誰でも」学べ
る環境を提供するための生涯学習の拠点施設であり、様々な講座・イベン
トの開催や地域の集会、学生などの自主学習の場として活用され、市民の
まちなかにおける交流の場となっていることから、中心市街地の活性化に
資する。

【活性化に資する理由】

・・・【支援措置名】

・・・【支援主体】・・・【支援措置実施時期】

区域内【その他特記事項】

【事業番号】5-5 【事業名】「ながのこどもわくわくカフェ」運営事業

令和５年度～【事業実施時期】

NPO法人ながのこどもの城プロジェクト【実施主体】

不登校など様々な事情を抱える児童・生徒の「第三の居場所」を運営し、
学習支援・食事支援・相談・交流など子どもたちの安心・安全な成長を支
援するもの。

【事業内容】

活性化を実現するための位置付け及び必要性

１住みたくなるまち ２生きがいを感じるまち【目標】

① 中心市街地の人口
② 公共公益施設の利用者数

【目標指標】

「ながのこどもわくわくカフェ」は、中心市街地における子どもと保護者
のための多機能型の居場所で、学習支援・食事支援・相談・交流などを通
じて、子どもたちの安心・安全な成長を支えている登録制の施設である。
様々な事情を抱える子供たちのまちなかにおける交流の場、まちなか居住
をサポートする場となっており、中心市街地の活性化に資する。

【活性化に資する理由】

・・・【支援措置名】

・・・【支援主体】・・・【支援措置実施時期】

区域内【その他特記事項】
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【事業番号】5-6 【事業名】もんぜんぷら座運営事業

平成15年度～【事業実施時期】

長野市【実施主体】

市民活動や交流を促進し、中心市街地の活性化につなげるため、多様な市
民活動の機会と場を提供するもの。

【事業内容】

活性化を実現するための位置付け及び必要性

２生きがいを感じるまち【目標】

② 公共公益施設の利用者数
【目標指標】

もんぜんぷら座は、市民活動や生涯学習、文化交流など多様な機能を持つ
施設が入居し、市民活動や交流の拠点となっている。本事業により、まち
なかへの来訪やまちなか交流の機会が創出されており、中心市街地の活性
化に資する。

【活性化に資する理由】

・・・【支援措置名】

・・・【支援主体】・・・【支援措置実施時期】

区域内【その他特記事項】

【事業番号】5-7 【事業名】権堂イーストプラザ運営事業

平成26年度～【事業実施時期】

長野市【実施主体】

権堂地区における市民活動や交流を促進し、賑わいを創出するため、市民
活動の機会と場を提供するもの。

【事業内容】

活性化を実現するための位置付け及び必要性

２生きがいを感じるまち【目標】

② 公共公益施設の利用者数
【目標指標】

権堂イーストプラザ市民交流センターは、権堂地区における市民のための
交流・活動の拠点施設であり、地域の賑わい創出と市民活動の支援を目的
に、各種講座やイベント等が定期的に開催されている。地域の人々が気軽
に集まり、学び、楽しめる「まちの広場」として親しまれており、中心市
街地の活性化に資する。

【活性化に資する理由】

・・・【支援措置名】

・・・【支援主体】・・・【支援措置実施時期】

区域内【その他特記事項】
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［１］まちなか居住の推進の必要性

６．公営住宅等を整備する事業、中心市街地共同住宅供給事業その他の住宅の供給のための

事業及び当該事業と一体として行う居住環境の向上のための事業に関する事項

■現状分析

・中心市街地では、平成27年度から令和６年度までの過去10年間で、市街地再開発事業や優良建築物等

整備事業、民間開発などにより約790戸の住宅が供給されており、まちなか居住の促進が図られてきま

した。中心市街地の人口は、ここ数年のマンション建設等により9,500人前後を維持していますが、令

和７年４月に改訂された長野市人口ビジョンでは、今後、急激な人口減少により2060年（令和42年）

には市全体の総人口が約27万4,000人（令和７年４月現在：約36万人）にまで減少すると推計されてお

り、中心市街地の人口についても、将来的には減少していくことが予想されます。

■まちなか居住を推進する事業の必要性

・中心市街地の人口減少は、市民活動の衰退や地域コミュニティの喪失のほか、生活に要する消費額全

体が減少して経済規模の縮小を招くなど、様々な問題をもたらす原因となることから、将来にわり持

続可能なまちづくりをしていくため、まちなか居住を促進し、中心市街地の人口を維持していくこと

が重要です。

・まちなか居住を促進していくためには、マンションなど新たな住宅の供給だけでなく、空き家・空き

店舗となっている既存ストックの積極的な活用を推進するとともに、まちなかにおけるグリーンイン

フラの導入、人々の交流機会の創出など、魅力的な住環境の整備に向けた取組が必要です。
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［２］具体的事業の内容

（１）法に定める特別の措置に関連する事業

該当なし

（２）① 認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した特例措置に関連する事業

② 認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した重点的な支援措置に関連する事業

該当なし

【事業番号】6-1 【事業名】中心市街地遊休不動産活用事業

平成27年度～【事業実施時期】

長野市、長野市中心市街地活性化協議会【実施主体】

中心市街地に点在する空き家や空き店舗など遊休不動産の活用を促進する
ため、まちの暮らしや建物に関する情報を発信する案内所の設置や、空き
家見学会、シンポジウムなどの開催に加え、様々な主体と連携したリノ
ベーションプロジェクトに取り組むもの。
また、リノベーションで生まれた魅力的な店舗等の認知度向上を図るため、
積極的な情報発信を行うもの。

【事業内容】

活性化を実現するための位置付け及び必要性

１住みたくなるまち ４歩きたくなるまち【目標】

① 中心市街地の人口
④ 中心市街地の歩行者・自転車通行量

【目標指標】

空き家見学会やシンポジウムの開催、リノベーションプロジェクトに取り
組み、リノベーションに関わる人と人、人とまちをつなげることで、人々
の交流やまちなか回遊の機会を創出するとともに、善光寺門前での暮らし
などまちの魅力発信により、まちなか居住の促進にもつながり、中心市街
地の活性化に資する。

【活性化に資する理由】

中心市街地活性化ソフト事業【支援措置名】

総務省【支援主体】令和８年４月～令和13年３月【支援措置実施時期】

区域内【その他特記事項】
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（４）国の支援がないその他の事業

【事業番号】6-3 【事業名】北石堂町共同住宅等整備事業（再掲）

（３）中心市街地の活性化に資するその他の支援措置に関連する事業

【事業番号】6-2 【事業名】長野駅前Ｂ-１地区市街地再開発事業（再掲）

令和５年度～【事業実施時期】

長野駅前Ｂ-１地区市街地再開発組合（予定）【実施主体】

長野駅前の末広町交差点北東エリアにおいて、土地の有効活用や老朽建物
の解消を図るとともに、都市機能更新による商業・業務機能の拡充や、ま
ちなか居住を推進するため、店舗、オフィス、住宅等を一体的に整備する
もの。

地区面積：約0.6ha
主要用途：店舗、事務所、共同住宅、駐車場

【事業内容】

活性化を実現するための位置付け及び必要性

１住みたくなるまち ４歩きたくなるまち【目標】

① 中心市街地の人口
④ 中心市街地の歩行者・自転車通行量

【目標指標】

まちの魅力向上や賑わいの創出につながる店舗やオフィス、まちなか居住
を促進する共同住宅を整備するものであり、善光寺表参道の玄関口の顔と
なる新たな拠点が形成されることで、まちなかの回遊性の向上など、周辺
への波及効果も期待され、中心市街地の活性化に資する。

【活性化に資する理由】

社会資本整備総合交付金（市街地再開発事業）【支援措置名】

国土交通省【支援主体】令和５年度～【支援措置実施時期】

区域内【その他特記事項】

令和５年度～令和９年度【事業実施時期】

民間事業者【実施主体】

善光寺表参道沿いの大型商業施設跡地において、マンション等を整備するもの。

区域面積：約0.4ha
主要用途：共同住宅、店舗、駐車場

【事業内容】

活性化を実現するための位置付け及び必要性

１住みたくなるまち【目標】

① 中心市街地の人口
【目標指標】

まちなか居住を促進する共同住宅の整備に加え、善光寺表参道に面する１
階部分には、まちの賑わい創出につながる店舗の整備が計画されており、
中心市街地の活性化に資する。

【活性化に資する理由】

・・・【支援措置名】

・・・【支援主体】・・・【支援措置実施時期】

区域内【その他特記事項】
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［１］経済活力の向上の必要性

７．中小小売商業高度化事業、特定商業施設等整備事業、民間中心市街地商業活性化事業、その他の
経済活力の向上のための事業及び措置に関する事項

■現状分析

・令和６年度に市民5,000人を対象として実施したまちづくりアンケート（回答数2,476通）では、中心

市街地の活性化に向けて求める取組として、「魅力的な商業環境の充実」が全体の44.1％と最も多い

結果となっていますが、近年、中心市街地の小売業の事業者数、従業者数、年間販売額は、いずれも

減少しており、商業業務機能の低下が進んでいます。

・商店街では、商店主の高齢化や後継者不足等により個店が減少し、商店街が開催するイベントにかか

る負担が大きくなってきており、売り上げや販路拡大につながる効果的・効率的な取組が課題となっ

ています。

・善光寺表参道及び権堂アーケード沿いの１階部分の空き店舗数は、新型コロナウイルス感染症拡大に

伴う行動制限により一時増加しましたが、コロナ禍以降、減少傾向にあります。

・善光寺門前では、近年、空き家や空き店舗となった建物をリノベーションして魅力的な店舗や宿泊施

設などに活用する動きが多く見られ、中心市街地及びその周辺のリノベーション件数は、この20年で

200件を超えています。一方で、市民や観光客の認知度はまだ低く、来訪者の回遊行動の多くは善光寺

表参道沿いに限られています。

・コロナ禍以降、本市を訪れる外国人観光客は急激に増加しているものの、その目的は特定の観光地に

限定されており、中心市街地内への回遊行動を促すなど、滞留時間を拡大していくことが課題となっ

ています。

■商業の活性化のための事業及び措置の必要性

・令和７年秋に近隣市の郊外に大型商業施設が開店し、今後、本市の商業環境に影響を及ぼすことが予

想されます。このため、善光寺門前に息づく歴史や文化、地場産業などを活かし、長野ならではのモ

ノやコトなどのサービスを提供をしていくことが重要であり、地元商店街等と連携を図りながら、そ

の魅力を高めていく必要があります。

・「訪れたくなるまち」「歩きたくなるまち」の実現に向け、市街地再開発事業などによる都市機能更

新や、居心地がよく歩いて楽しい空間づくりなど、ハード面での取組に加え、既存ストックの有効活

用や、リノベーションにより生まれた個性的な店舗など長野の魅力を積極的に発信するなど、ソフト

面での取組を進め、魅力的な商業環境の充実を図ることが重要です。

・今後、更なる増加が予想される外国人観光客が、広域観光の拠点として中心市街地に長期滞在し、ま

ちなかを回遊できるよう、宿泊施設や飲食店においてインバウンドを受け入れる体制の拡充が必要で

す。
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［２］具体的事業の内容

（１）法に定める特別の措置に関連する事業

【事業番号】7-1 【事業名】もんぜん青空テラス事業

令和８年度～【事業実施時期】

長野市、民間事業者【実施主体】

中央通り歩行者優先道路化事業と連携し、歩行者利便増進道路（ほこみち）
制度を活用してオープンカフェなど道路空間の活用を図ることで、まちな
かの賑わいを創出するもの。

【事業内容】

活性化を実現するための位置付け及び必要性

４歩きたくなるまち【目標】

④ 中心市街地の歩行者・自転車通行量
【目標指標】

善光寺表参道の歩行者優先道路化事業で整備された広い歩道空間を、オー
プンカフェや休憩スペース等として活用することにより、まちなかの賑わ
いを創出することができ、中心市街地の活性化に資する。

【活性化に資する理由】

道路占用の特例【支援措置名】

国土交通省【支援主体】令和８年度～【支援措置実施時期】

区域内【その他特記事項】

（２）① 認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した特例措置に関連する事業

【事業番号】7-2 【事業名】中心市街地遊休不動産活用事業（再掲）

平成27年度～【事業実施時期】

長野市、長野市中心市街地活性化協議会【実施主体】

中心市街地に点在する空き家や空き店舗など遊休不動産の活用を促進する
ため、まちの暮らしや建物に関する情報を発信する案内所の設置や、空き
家見学会、シンポジウムなどの開催に加え、様々な主体と連携したリノ
ベーションプロジェクトに取り組むもの。
また、リノベーションで生まれた魅力的な店舗等の認知度向上を図るため、
積極的な情報発信を行うもの。

【事業内容】

活性化を実現するための位置付け及び必要性

１住みたくなるまち ４歩きたくなるまち【目標】

① 中心市街地の人口
④ 中心市街地の歩行者・自転車通行量

【目標指標】

空き家見学会やシンポジウムの開催、リノベーションプロジェクトに取り
組み、リノベーションに関わる人と人、人とまちをつなげることで、人々
の交流やまちなか回遊の機会を創出するとともに、善光寺門前での暮らし
などまちの魅力発信により、まちなか居住の促進にもつながり、中心市街
地の活性化に資する。

【活性化に資する理由】

中心市街地活性化ソフト事業【支援措置名】

総務省【支援主体】令和８年４月～令和13年３月【支援措置実施時期】

区域内【その他特記事項】
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【事業番号】7-4 【事業名】まちなか賑わい演出事業

平成23年度～【事業実施時期】

長野市、商店街団体【実施主体】

まちのにぎわいを演出する期間限定のイルミネーション、商店街の情報発
信など、商店街や個店の魅力向上のために行うイベントなどの事業に対し
て、経費の一部を補助するもの。

【事業内容】

活性化を実現するための位置付け及び必要性

４歩きたくなるまち【目標】

④ 中心市街地の歩行者・自転車通行量
【目標指標】

緑化による潤いのある空間の形成や、まちなかの個店の持つ魅力を広く発
信するなどの取組によって、まちなかへの来訪機会を創出することで、回
遊や交流を促し、まちなかの賑わい創出を図るものであり、中心市街地の
活性化に資する。

【活性化に資する理由】

中心市街地活性化ソフト事業【支援措置名】

総務省【支援主体】令和８年４月～令和13年３月【支援措置実施時期】

区域内【その他特記事項】

【事業番号】7-3 【事業名】空き店舗等活用事業

平成12年度～【事業実施時期】

長野市、民間事業者【実施主体】

中心市街地における商店街の活力と賑わいを再生し、まちなかの回遊性向
上を図るため、空き店舗を活用し出店を希望する新規出店事業者に対し、
要件となる経営指導員による事業指導で必要とされた空き店舗等の改装の
費用を一部補助するもの。

【事業内容】

活性化を実現するための位置付け及び必要性

４歩きたくなるまち【目標】

⑤ 善光寺表参道及び権堂アーケード沿い１階部分の空き店舗数
【目標指標】

空き店舗の活用により、商店街の連続性が保たれ、まちの魅力向上やにぎ
わい再生につながる。また、空き店舗を活用し、新規オープンを目指す者
の増加や、空き店舗を活用した個性的で魅力的な店舗に訪れたいという新
たな来街者の増加も期待され、中心市街地の活性化に資する。

【活性化に資する理由】

中心市街地活性化ソフト事業【支援措置名】

総務省【支援主体】令和８年４月～令和13年３月【支援措置実施時期】

区域内【その他特記事項】
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【事業番号】7-5 【事業名】商店街イベント支援事業

令和４年度～【事業実施時期】

長野市、商店街団体【実施主体】

まちなかに人を呼び込み、賑わいを創出するため、商店街団体が個別に実
施する祭りなどのイベント開催に係る経費を補助するもの。

【事業内容】

活性化を実現するための位置付け及び必要性

４歩きたくなるまち【目標】

⑤ 善光寺表参道及び権堂アーケード沿い１階部分の空き店舗数
【目標指標】

商店街ごとの特色ある様々なイベント行事が実施されることで、まちの活
気や賑わいの創出につながり、中心市街地の活性化に資する。

【活性化に資する理由】

中心市街地活性化ソフト事業【支援措置名】

総務省【支援主体】令和８年４月～令和13年３月【支援措置実施時期】

区域内【その他特記事項】

【事業番号】7-6 【事業名】商店街活性化事業

令和４年度～【事業実施時期】

長野市、商店街団体【実施主体】

商店街団体が実施する商店街の魅力を向上させるための、商店街ポスター
や商店街マップの作成などにて対し補助するもの。

【事業内容】

活性化を実現するための位置付け及び必要性

４歩きたくなるまち【目標】

④ 中心市街地の歩行者・自転車通行量
⑤ 善光寺表参道及び権堂アーケード沿い１階部分の空き店舗数

【目標指標】

商店街団体の活動を支援することで、商店街等への来訪を促進し、まちな
かの回遊や交流機会の創出につながることが期待され、中心市街地の活性
化に資する。

【活性化に資する理由】

中心市街地活性化ソフト事業【支援措置名】

総務省【支援主体】令和８年４月～令和13年３月【支援措置実施時期】

区域内【その他特記事項】
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【事業番号】7-7 【事業名】事業承継促進事業

令和６年度～【事業実施時期】

長野市、民間事業者【実施主体】

事業承継に係るコンサルティングや計画の策定など、中小企業の事業承継
に係る経費を補助するもの。

【事業内容】

活性化を実現するための位置付け及び必要性

４歩きたくなるまち【目標】

⑤ 善光寺表参道及び権堂アーケード沿い１階部分の空き店舗数【目標指標】

中心市街地での事業経営者、個店経営者の承継に係る負担が軽減され、経
済活力・賑わいの維持・促進につながり、中心市街地の活性化に資する。

【活性化に資する理由】

中心市街地活性化ソフト事業【支援措置名】

総務省【支援主体】令和８年４月～令和13年３月【支援措置実施時期】

区域内【その他特記事項】

【事業番号】7-8 【事業名】商品券等発行支援事業

令和５年度～【事業実施時期】

長野市、商店街団体【実施主体】

商店街団体が地域の消費を喚起するために実施する、商品券等の発行の
取組に対して経費の一部を補助するもの。

【事業内容】

活性化を実現するための位置付け及び必要性

４歩きたくなるまち【目標】

⑤ 善光寺表参道及び権堂アーケード沿い１階部分の空き店舗数
【目標指標】

商店街でお得に買い物ができる商品券の発行により、商店街における消
費行動につながるとともに、商店街を巡ることで回遊性が向上し、まち
なかの賑わい創出にもつながるものであり、中心市街地の活性化に資す
る。

【活性化に資する理由】

中心市街地活性化ソフト事業【支援措置名】

総務省【支援主体】令和８年４月～令和13年３月【支援措置実施時期】

区域内【その他特記事項】
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【事業番号】7-10 【事業名】善光寺表参道まち歩き開催事業

平成24年度～【事業実施時期】

長野市、長野市ガイド協会【実施主体】

善光寺表参道のまち歩きを促進するため、観光客に善光寺門前の歴史や文化
など長野の魅力を伝えるガイドツアーを開催するもの。

【事業内容】

活性化を実現するための位置付け及び必要性

４歩きたくなるまち【目標】

④ 中心市街地の歩行者・自転車通行量
【目標指標】

善光寺表参道において、インバウンドを含む観光客を対象としたガイドツ
アーを実施することにより、長野の歴史・文化、長野ならではの魅力や
楽しみ方を発信することで、本市を再び訪れる機運の醸成やまちなかの回
遊行動に繋がり、中心市街地の活性化に資する。

【活性化に資する理由】

中心市街地活性化ソフト事業【支援措置名】

総務省【支援主体】令和８年４月～令和13年３月【支援措置実施時期】

区域内【その他特記事項】

【事業番号】7-9 【事業名】大規模集客イベント等開催事業

昭和46年度～【事業実施時期】

長野市、民間事業者【実施主体】

善光寺花回廊、長野びんずる、ながの大道芸フェスティバル、善光寺表参
道秋祭り、ながの七夕まつり、ながの祇園祭など、まちなかの賑わいを創
出するイベントを開催するもの。

【事業内容】

活性化を実現するための位置付け及び必要性

２生きがいを感じるまち ３訪れたくなるまち【目標】

② 公共公益施設の利用者数
③ 中心市街地のホテル年間宿泊者数

【目標指標】

伝統ある「ながの祇園祭」など、長野の四季を彩る様々なイベントを継続
的に開催することにより、市民や観光客の来訪機会を創出し、回遊や交流
を促すことで、まちなかの賑わいを生み出すものであり、中心市街地の活
性化に資する。

【活性化に資する理由】

中心市街地活性化ソフト事業【支援措置名】

総務省【支援主体】令和８年４月～令和13年３月【支援措置実施時期】

区域内【その他特記事項】
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【事業番号】7-12 【事業名】善光寺界隈まちなか周遊促進事業

令和６年度～【事業実施時期】

実行委員会【実施主体】

善光寺界隈と中心市街地の周遊を促すため、スタンプラリーなどイベント
開催や、デジタルマップ作成など情報発信を行うもの。

【事業内容】

活性化を実現するための位置付け及び必要性

４歩きたくなるまち【目標】

④ 中心市街地の歩行者・自転車通行量
【目標指標】

善光寺界隈と中心市街地の周遊を促す仕組みが構築され、多くの人にまち
なか周遊の機会を提供することにより、来訪者が増加し、賑わいの創出に
つながるものであり、中心市街地の活性化に資する。

【活性化に資する理由】

中心市街地活性化ソフト事業【支援措置名】

総務省【支援主体】令和８年４月～令和13年３月【支援措置実施時期】

区域内【その他特記事項】

【事業番号】7-11 【事業名】長野灯明まつり開催事業

平成17年度～【事業実施時期】

長野灯明まつり実行委員会【実施主体】

来訪者が少ない冬季のまちなか観光を推進するため、善光寺のライトアッ
プや灯篭を用いたゆめ灯り絵展等を開催するもの。

【事業内容】

活性化を実現するための位置付け及び必要性

３訪れたくなるまち【目標】

③ 中心市街地のホテル年間宿泊者数
【目標指標】

長野灯明まつりは、善光寺と門前において冬季の夜間に開催される集客イ
ベントであり、雪とライトアップ、灯籠との組み合わせが美しく、毎年多
くの市民、観光客が訪れている。夜間であることから、遠方からの来訪者
の宿泊滞在につながるとともに、まちなか回遊を促し、沿道店舗への立ち
寄りも期待され、中心市街地の活性化に資する。

【活性化に資する理由】

中心市街地活性化ソフト事業【支援措置名】

総務省【支援主体】令和８年４月～令和13年３月【支援措置実施時期】

区域内【その他特記事項】
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【事業番号】7-14 【事業名】長野市レンタサイクル事業

令和５年度～【事業実施時期】

長野市【実施主体】

中心市街地における移動手段の選択肢を増やし、回遊性の向上を図るため、
シェアサイクルのシステムを利用したレンタサイクル事業（モデルコース
の設定、マップの作成など）を実施するもの。

【事業内容】

活性化を実現するための位置付け及び必要性

４歩きたくなるまち【目標】

④ 中心市街地の歩行者・自転車通行量
【目標指標】

Ｅバイクのレンタサイクルステーションの設置により、中心市街地におけ
る移動手段の選択肢が増え、まちなか回遊が促進されることで、観光客の
滞在時間の延長と観光消費額の拡大が図られるとともに、利用者の行動範
囲が広がることで、まちの新たな魅力発見の機会や再訪を促すきっかけに
もつながることが期待され、中心市街地活性化に資する。

【活性化に資する理由】

中心市街地活性化ソフト事業【支援措置名】

総務省【支援主体】令和８年４月～令和13年３月【支援措置実施時期】

区域内【その他特記事項】

【事業番号】7-13 【事業名】外国人観光客受入環境整備事業

平成30年度～【事業実施時期】

長野市、民間事業者【実施主体】

外国人観光客の長期滞在やまちなかの回遊を促進するため、長野の魅力を
伝える多様な交流機会の提供や善光寺表参道を彩るイルミネーションなど
を行うもの。

【事業内容】

活性化を実現するための位置付け及び必要性

３訪れたくなるまち【目標】

③ 中心市街地のホテル年間宿泊者数
【目標指標】

近年増加している外国人観光客に長野の魅力を伝え、門前町の歴史文化に
触れる機会の提供や、まちなかの装飾によるおもてなし空間の創出などに
より、インバウンドの行動範囲が広がり、長期滞在やまちなか回遊への機
運が高まることで、中心市街地の活性化に資する。

【活性化に資する理由】

中心市街地活性化ソフト事業【支援措置名】

総務省【支援主体】令和８年４月～令和13年３月【支援措置実施時期】

区域内【その他特記事項】
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【事業番号】7-16 【事業名】野外彫刻ながのミュージアム開催事業

平成27年度～【事業実施時期】

長野市【実施主体】

中心市街地内に点在する野外彫刻をめぐり、彫刻家の創作意図や作品の見
どころなど、講師の解説を聞きながら鑑賞するイベントを開催するもの。

【事業内容】

活性化を実現するための位置付け及び必要性

４歩きたくなるまち【目標】

④ 中心市街地の歩行者・自転車通行量
【目標指標】

本事業の開催により野外彫刻の認知度向上が図られることで、中心市街地
への来訪機会やまちなかの回遊行動の創出につながり、中心市街地の活性
化に資する。

【活性化に資する理由】

中心市街地活性化ソフト事業【支援措置名】

総務省【支援主体】令和８年４月～令和13年３月【支援措置実施時期】

区域内【その他特記事項】

【事業番号】7-15 【事業名】街角に芸術と音楽があるまちづくり開催事業

平成27年度～【事業実施時期】

長野市【実施主体】

文化・芸術の振興を図るため、トイーゴ広場やセントラルスクゥエア、城
山公園など、中心市街地の各所で市民による文化芸術活動の発表の場とな
るイベントを開催するもの。

【事業内容】

活性化を実現するための位置付け及び必要性

２生きがいを感じるまち ４歩きたくなるまち【目標】

② 公共公益施設の利用者数
④ 中心市街地の歩行者・自転車通行量

【目標指標】

市民による文化芸術活動の発表の場を中心市街地各所に設けることで、市
民が芸術活動に触れる機会を広く提供するとともに、多くの集客が見込ま
れ、賑わいの創出、まちなかへの滞在や滞留、回遊につながり、中心市街
地の活性化に資する。

【活性化に資する理由】

中心市街地活性化ソフト事業【支援措置名】

総務省【支援主体】令和８年４月～令和13年３月【支援措置実施時期】

区域内【その他特記事項】
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【事業番号】7-18 【事業名】芸術文化振興事業

平成27年度～【事業実施時期】

長野市【実施主体】

芸術文化の振興を図るため、市民演劇祭や文化芸術祭を開催するもの。【事業内容】

活性化を実現するための位置付け及び必要性

２生きがいを感じるまち【目標】

② 公共公益施設の利用者数
【目標指標】

長野市民演劇祭は、市内で活動する演劇団体が出演する市民参加型で親し
める演劇の祭典であり、市内施設のホール等で毎年開催されている。長野
市文化芸術祭は、市民と文化団体が一堂に会し、舞台芸術や美術作品など
を通じて、地域の文化力を発信する場となっており、長野市芸術館にて毎
年開催されている。地域の芸術文化の振興に大きく貢献するとともに、出
演者、観覧者によるまちなかの滞在や賑わい創出にもつながっており、中
心市街地の活性化に資する。

【活性化に資する理由】

中心市街地活性化ソフト事業【支援措置名】

総務省【支援主体】令和８年４月～令和13年３月【支援措置実施時期】

区域内【その他特記事項】

【事業番号】7-17 【事業名】伝統芸能継承事業

平成29年度～【事業実施時期】

長野市【実施主体】

伝統芸能の継承と、世代や地域を超えた交流により、地域への愛着を深め、
ふるさと回帰を図るとともに、にぎわいづくりによる交流人口の増加につ
なげるため、ながの獅子舞フェスティバルや伝統芸能こどもフェスティバ
ルを開催するもの。

【事業内容】

活性化を実現するための位置付け及び必要性

２生きがいを感じるまち【目標】

② 公共公益施設の利用者数
【目標指標】

伝統芸能継承事業によるフェスティバルには、毎年多くの参加者があり、
伝統芸能に親しむ市民の拡充につながっている。観覧者は市内外から多く
訪れ、まちなかの賑わい創出や、回遊・交流の機会にもなっており、中心
市街地の活性化に資する。

【活性化に資する理由】

中心市街地活性化ソフト事業【支援措置名】

総務省【支援主体】令和８年４月～令和13年３月【支援措置実施時期】

区域内【その他特記事項】
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【事業番号】7-20 【事業名】長野マラソンウェルカムフェス開催事業

令和７年度～【事業実施時期】

長野マラソン大会組織委員会【実施主体】

長野マラソン大会前日にセントラルスクゥエアにおいて、参加者同士や地
元住民も交え、大会の前夜祭となる交流イベントを開催するもの。

【事業内容】

活性化を実現するための位置付け及び必要性

３訪れたくなるまち【目標】

③ 中心市街地のホテル年間宿泊者数
【目標指標】

県内外から多くの参加者があり、本市を代表する一大イベントである長野
マラソンの開催に合わせ、ボランティアや地元企業など地域一体となった
運営による、公式開会式のほか、ステージパフォーマンスや飲食、体験
ブースなどを設置することで、ランナーと市民の交流の場となり、まちな
かの滞在や回遊機会の創出が図られ、中心市街地の活性化に資する。

【活性化に資する理由】

中心市街地活性化ソフト事業【支援措置名】

総務省【支援主体】令和８年４月～令和13年３月【支援措置実施時期】

区域内【その他特記事項】

【事業番号】7-19 【事業名】子どものための文化芸術プログラム

平成27年度～【事業実施時期】

長野市【実施主体】

子どもたちの文化・芸術に対する関心を高め、将来の文化芸術活動の担い
手を育成するため、小中学生によるハートフルコンサートや高校生対象の
バンドコンテストを開催するもの。

【事業内容】

活性化を実現するための位置付け及び必要性

２生きがいを感じるまち【目標】

② 公共公益施設の利用者数
【目標指標】

本事業により、子どもたちの文化・芸術に対する関心が高まり、文化芸術
活動の担い手育成や、魅力発信につながっており、プログラム開催をきっ
かけに、施設利用が促進し、参加者、関係者、観覧者による交流機会が生
まれ、まちなかに賑わいがもたらされており、中心市街地の活性化に資す
る。

【活性化に資する理由】

中心市街地活性化ソフト事業【支援措置名】

総務省【支援主体】令和８年４月～令和13年３月【支援措置実施時期】

区域内【その他特記事項】
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【事業番号】7-22 【事業名】信州環境フェア開催事業

令和３年度～【事業実施時期】

実行委員会【実施主体】

ゼロカーボン実現に向けて学びを深める機会として、環境問題に関する展
示ブースや体験イベント、講演を実施するもの。

【事業内容】

活性化を実現するための位置付け及び必要性

２生きがいを感じるまち【目標】

② 公共公益施設の利用者数
【目標指標】

信州環境フェアは、長野市生涯学習センターとTOiGO広場で開催される
ワークショップや講演、展示など、親子で楽しみながら環境について学べ
る体験型イベントである。毎年多くの市民が来場しており、まちなかへの
来訪や交流を促進するもので、中心市街地の活性化に資する。

【活性化に資する理由】

中心市街地活性化ソフト事業【支援措置名】

総務省【支援主体】令和８年４月～令和13年３月【支援措置実施時期】

区域内【その他特記事項】

【事業番号】7-21 【事業名】長野マラソン開催事業

平成29年度～【事業実施時期】

長野マラソン大会組織委員会【実施主体】

冬季オリンピック長野大会の感動を末永く伝え、地元の発展に寄与するこ
とを目的に中心市街地やオリンピック関連施設などをコースに設定したマ
ラソン大会を開催するもの。

【事業内容】

活性化を実現するための位置付け及び必要性

３訪れたくなるまち【目標】

③ 中心市街地のホテル年間宿泊者数
【目標指標】

県内外から多くの参加者があり、長野市を代表する一大イベントである。
善光寺表参道など中心市街地もコースの一部に含まれ、ランナーとそれを
応援する沿道の応援者によりまちなかの賑わい創出が図られ、中心市街地
の活性化に資する。

【活性化に資する理由】

中心市街地活性化ソフト事業【支援措置名】

総務省【支援主体】令和８年４月～令和13年３月【支援措置実施時期】

区域内外【その他特記事項】
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（２）② 認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した重点的な支援措置に関連する事業

【事業番号】7-23 【事業名】インバウンド等対応店舗支援事業

令和７年度～令和８年度【事業実施時期】

長野市、民間事業者【実施主体】

客室の洋室化など、外国人観光客に対応した施設整備を行い、個店の魅力
や顧客の満足度を高める取組に係る経費を補助するもの。

【事業内容】

活性化を実現するための位置付け及び必要性

３訪れたくなるまち ４歩きたくなるまち【目標】

③ 中心市街地のホテル年間宿泊者数
④ 中心市街地の歩行者・自転車通行量

【目標指標】

インバウンドが滞在滞留したくなる長野ならではの魅力あるサービスの提
供、歴史風情のある個店の魅力の発信などの支援をすることで、インバウ
ンドによるまちなか来訪、回遊の機会が創出でき、中心市街地の活性化に
資する。

【活性化に資する理由】

地域未来交付金【支援措置名】

内閣府【支援主体】令和７年度～令和８年度【支援措置実施時期】

区域内外【その他特記事項】

（３）中心市街地の活性化に資するその他の支援措置に関連する事業

【事業名】善光寺保存活用推進事業

令和６年度～令和13年度【事業実施時期】

長野市、民間事業者【実施主体】

善光寺保存活用計画に基づき、本堂等の防災施設整備や公開活用施設整備
を行うもの。

【事業内容】

活性化を実現するための位置付け及び必要性

４歩きたくなるまち【目標】

④ 中心市街地の歩行者・自転車通行量
【目標指標】

本市を代表する観光拠点である善光寺の保存活用に寄与する事業であり、
必要な施設整備が実施されることにより、善光寺への来訪者が増加すると
ともに、まちなか来訪やまちなか回遊の向上につながり、中心市街地の活
性化に資する。

【活性化に資する理由】

文化資源活用事業費補助金【支援措置名】

文部科学省【支援主体】令和６年度～【支援措置実施時期】

区域内【その他特記事項】

【事業番号】7-24
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（４）国の支援がないその他の事業

【事業番号】7-26 【事業名】長野銀座にぎわい市開催事業

平成22年度～【事業実施時期】

商店街団体【実施主体】

５月から12月までの毎週火曜日に、商店街と生産者が連携し、旬な野菜やく
だものを販売する市を開催するもの。

【事業内容】

活性化を実現するための位置付け及び必要性

４歩きたくなるまち【目標】

④ 中心市街地の歩行者・自転車通行量
【目標指標】

中心市街地のほぼ中心に位置するTOiGO広場で開催される、長野銀座商店街振
興組合が主催する地域密着型の朝市であり、地元の農産物や加工品が並び、
観光客や市民に人気が高く、まちの賑わい創出につながるものであり、中心
市街地の活性化に資する。

【活性化に資する理由】

・・・【支援措置名】

・・・【支援主体】・・・【支援措置実施時期】

区域内【その他特記事項】

【事業番号】7-25 【事業名】観光案内施設運営事業

平成27年度～【事業実施時期】

長野市【実施主体】

観光客のまちなか回遊、交流、滞在を促進するため、まちの玄関口である長
野駅の構内で観光案内所を運営するもの。

【事業内容】

活性化を実現するための位置付け及び必要性

４歩きたくなるまち【目標】

④ 中心市街地の歩行者・自転車通行量
【目標指標】

観光案内所を訪れた観光客に長野ならではの魅力を伝え、より長野を満喫で
きる旅のプランを提案、サポートすることで、観光客のまちなか回遊、交流、
滞在の促進を図るものであり、中心市街地の活性化に資する。

【活性化に資する理由】

・・・【支援措置名】

・・・【支援主体】・・・【支援措置実施時期】

区域内【その他特記事項】
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【事業番号】7-27 【事業名】ぱてぃお大門運営事業

平成17年度～【事業実施時期】

(株)まちづくり長野【実施主体】

善光寺を訪れる観光客の回遊性の向上と滞留時間の延長を図るため、土蔵
造りの建物等を活用した商業施設「ぱてぃお大門」を運営するもの。

【事業内容】

活性化を実現するための位置付け及び必要性

４歩きたくなるまち【目標】

④ 中心市街地の歩行者・自転車通行量
【目標指標】

善光寺門前にある、歴史的な蔵や町屋を再生した商業施設で、善光寺周辺
の回遊拠点となっており、多くの観光客で賑わっている。緑豊かな中庭で
はイベントなども開催され、まちなか滞在や回遊の促進に寄与しており、
中心市街地の活性化に資する。

【活性化に資する理由】

・・・【支援措置名】

・・・【支援主体】・・・【支援措置実施時期】

区域内【その他特記事項】

【事業番号】7-28 【事業名】共通駐車券事業

平成20年度～【事業実施時期】

(株)まちづくり長野【実施主体】

中心市街地の駐車場で共通して利用できるサービス券を発行し、商店街へ
の集客促進を図るもの。

【事業内容】

活性化を実現するための位置付け及び必要性

４歩きたくなるまち【目標】

④ 中心市街地の歩行者・自転車通行量
【目標指標】

提携した商店街の店舗で買い物をした利用者に、中心市街地の駐車場で利
用できる共通サービス券を発行することで、商店街での消費活動を促進し、
まちなかへの来訪、回遊、賑わいの創出を図るものであり、中心市街地の
活性化に資する。

【活性化に資する理由】

・・・【支援措置名】

・・・【支援主体】・・・【支援措置実施時期】

区域内外【その他特記事項】



65

【事業番号】7-30 【事業名】長野駅東口公園活用事業

令和元年度～【事業実施時期】

実行委員会等【実施主体】

長野駅東口公園において市民の憩いと地域コミュニティの場を提供すると
共に、各種イベントを開催し賑わいを創出するもの。

【事業内容】

活性化を実現するための位置付け及び必要性

４歩きたくなるまち【目標】

④ 中心市街地の歩行者・自転車通行量
【目標指標】

長野駅東口に近接した都市公園で交通の利便性が高く、大型の集客イベン
トなども多く開催されている。また、広い芝生広場やミスト噴水、遊具に
加え、民間活力を活用した便益施設が整備され、地域の憩いの場として多
くの人々が利用しており、イベント等で活用することによりまちなかの賑
わいや交流を創出することが期待でき、中心市街地の活性化に資する。

【活性化に資する理由】

・・・【支援措置名】

・・・【支援主体】・・・【支援措置実施時期】

区域内【その他特記事項】

【事業番号】7-29 【事業名】長野駅善光寺口利活用事業

平成24年度～【事業実施時期】

長野駅善光寺口利活用ネットワーク【実施主体】

長野駅善光寺口駅前広場において、花と緑による長野らしい潤いと賑わい
の空間を創出し、来訪者へのおもてなしを表現するもの。

【事業内容】

活性化を実現するための位置付け及び必要性

４歩きたくなるまち【目標】

④ 中心市街地の歩行者・自転車通行量
【目標指標】

長野駅を利用する観光客や市民に向けて、長野らしさが伝わる花と緑によ
る潤いあるおもてなし空間を創出する事業で、ウエルカムガーデンや冬は
クリスマスのイルミネーションなど、来訪者に長野の魅力を伝える滞留空
間を提供し、まちなかの賑わい創出を図るものであり、中心市街地の活性
化に資する。

【活性化に資する理由】

・・・【支援措置名】

・・・【支援主体】・・・【支援措置実施時期】

区域内【その他特記事項】
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【事業番号】7-32 【事業名】TOiGO広場活用事業

平成18年度～【事業実施時期】

実行委員会等【実施主体】

TOiGO広場において市民の憩いと地域コミュニティの場を提供すると共に、
各種イベントを開催し賑わいを創出するもの。

【事業内容】

活性化を実現するための位置付け及び必要性

２生きがいを感じるまち【目標】

② 公共公益施設の利用者数
【目標指標】

TOiGO広場は、中心市街地のほぼ中心に位置するイベントスペースであり、
地域の賑わい創出の場として大型集客イベントのセレモニーや、市民の音
楽やダンスのステージ発表、地元商店街のにぎわい市など、多様に活用さ
れている。広場の利活用を促進することで、まちなか回遊の拠点となり、
賑わいが創出されることから、中心市街地の活性化に資する。

【活性化に資する理由】

・・・【支援措置名】

・・・【支援主体】・・・【支援措置実施時期】

区域内【その他特記事項】

【事業番号】7-31 【事業名】南千歳町公園活用事業

昭和49年度～【事業実施時期】

実行委員会等【実施主体】

南千歳町公園において市民の憩いと地域コミュニティの場を提供すると共
に、各種イベントを開催し賑わいを創出するもの。

【事業内容】

活性化を実現するための位置付け及び必要性

４歩きたくなるまち【目標】

④ 中心市街地の歩行者・自転車通行量
【目標指標】

長野駅善光寺口の近くに立地する都市公園であり、来訪者の憩いの場と
なっている。長野駅前の立地を活かし、毎年夏を中心に地元商店街等が主
催する集客イベントが開催されており、利活用を促進することで更なる賑
わい創出につながることが期待され、中心市街地の活性化に資する。

【活性化に資する理由】

・・・【支援措置名】

・・・【支援主体】・・・【支援措置実施時期】

区域内【その他特記事項】
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【事業番号】7-34 【事業名】セントラルスクゥエア活用事業

令和２年度～【事業実施時期】

実行委員会等【実施主体】

セントラルスクゥエアにおいて市民の憩いと地域コミュニティの場を提供
すると共に、各種イベントを開催し賑わいを創出するもの。

【事業内容】

活性化を実現するための位置付け及び必要性

４歩きたくなるまち【目標】

④ 中心市街地の歩行者・自転車通行量【目標指標】

善光寺表参道に面したオープンスペースで、屋根付きのステージや給排水
設備、電源など、様々なイベントに対応できる設備が整っているほか、噴
水や遊具、休憩スペースも充実しており、地域の憩いの場となっている。
善光寺と長野駅のほぼ中間に位置しており、イベント等で活用することに
より、中心市街地の回遊、交流の拠点として、賑わいの創出が期待され、
中心市街地の活性化に資する。

【活性化に資する理由】

・・・【支援措置名】

・・・【支援主体】・・・【支援措置実施時期】

区域内【その他特記事項】

【事業番号】7-33 【事業名】城山公園活用事業

平成12年度～【事業実施時期】

実行委員会等【実施主体】

城山公園において市民の憩いと地域コミュニティの場を提供すると共に、
各種イベントを開催し賑わいを創出するもの。

【事業内容】

活性化を実現するための位置付け及び必要性

４歩きたくなるまち【目標】

④ 中心市街地の歩行者・自転車通行量【目標指標】

善光寺に隣接する歴史ある公園で、四季折々の自然と文化施設が融合した
市民の憩いの場である。令和３年の長野県立美術館のリニューアルに合わ
せて噴水広場が再整備され、また令和６年には、「ながのこども館 ながノ
ビ！」がオープンし、自然、文化、交流の場として年間を通じて集客イベ
ントが各種開催されている。善光寺周辺一帯での回遊の拠点であり、様々
な形で活用されることで賑わい創出が期待され、中心市街地の活性化に資
する。

【活性化に資する理由】

・・・【支援措置名】

・・・【支援主体】・・・【支援措置実施時期】

区域内【その他特記事項】
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【事業番号】7-35 【事業名】善光寺びんずる市開催事業

令和元年度～【事業実施時期】

善光寺びんずる市実行委員会【実施主体】

善光寺境内で開催されていた「びんずる市」を城山公園にも拡大し、ハン
ドクラフトの販売ブースやキッチンカーの出店により、まちなかの賑わい
の創出や回遊性の向上を図るもの。

【事業内容】

活性化を実現するための位置付け及び必要性

４歩きたくなるまち【目標】

④ 中心市街地の歩行者・自転車通行量
【目標指標】

善光寺びんずる市は、平成25年に善光寺の境内で始まった地域による手づ
くりのクラフト市で、城山公園の噴水広場の再整備を機に、会場を城山公
園に拡大して開催されている。４月から12月までの毎月第２土曜日に開催
され、市民にも定着しており、観光客など多くの来場者がある。善光寺と
城山公園一帯における賑わいや交流、回遊を生み出しており、中心市街地
の活性化に資する。

【活性化に資する理由】

・・・【支援措置名】

・・・【支援主体】・・・【支援措置実施時期】

区域内【その他特記事項】

【事業番号】7-36 【事業名】もんぜんパートナーシップ事業

平成17年度～【事業実施時期】

長野市、民間事業者【実施主体】

団体や企業が実施する中心市街地内の美化活動等を支援し、まちへの愛着
など、まちづくりの機運を醸成するもの。

【事業内容】

活性化を実現するための位置付け及び必要性

４歩きたくなるまち【目標】

④ 中心市街地の歩行者・自転車通行量
【目標指標】

中心市街地の道路等の美化活動により、まちなかの快適性が維持されるこ
とで、回遊性の向上が期待されるとともに、活動を通して参加者のまちづ
くりへの機運醸成が図られ、中心市街地の活性化に資する。

【活性化に資する理由】

・・・【支援措置名】

・・・【支援主体】・・・【支援措置実施時期】

区域内外【その他特記事項】
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［１］公共交通機関の利便性の増進、特定事業及び措置の推進の必要性

■現状分析

・長野駅は、ＪＲ、長野電鉄、しなの鉄道の３社の鉄道会社が接続しており、駅前広場には、アルピコ

交通や長電バスによる民間路線バスや、地域循環コミュニティバスが乗り入れており、広域交通の結

節点となっています。鉄道や路線バスの利用者数は、年々減少傾向にあり、コロナ禍でさらに大きく

減少しました。コロナ禍以降は徐々に回復傾向にあるものの、コロナ禍前の水準には回復していませ

ん。

・令和６年度に市民5,000人を対象として実施したまちづくりアンケート（回答数2,476通）では、中心

市街地活性化への取組として、「バスなどの公共交通機関の充実」を求める回答が全体の33.8％と

なっています。一方、長野市地域公共交通計画（令和４年９月）のデータでは、市民の代表的交通手

段は、自動車が65.7％と最も多く、バスは2.0％、鉄道は4.6％と公共交通を利用した移動は非常に少

ない状況となっています。また、観光客の本市までの交通手段も、自家用車が82.3％と最も多く、公

共交通機関は14.7％であり、公共交通機関の利用率が低いことがうかがえます。

・長野地域限定の路線バス専用ICカード「KURURU」は、令和７年にJR東日本の交通系ICカード

「Suica」の機能が搭載され、市内路線バスにおいてもSuicaでの決済が可能となり、市外からの来訪

者のバス利用における利便性が向上しました。また、令和８年の春には、しなの鉄道全線でSuicaの利

用開始が予定されており、更なる公共交通の利便性向上が期待されます。一方、バス利用者の減少や

運転手不足などにより、路線バスの運行本数減少や中山間地域と市街地を結ぶ路線が廃止されるなど、

市民生活に影響が出ています。

・本市では、令和５年度から電動自転車のレンタル事業に取り組んでいますが、中心市街地内のサイク

ルポートが少なく、利便性の向上が課題となっています。

■事業の必要性

・誰もが利用できる公共交通は、市民生活や来訪者の移動を支える重要な社会基盤であり、高齢社会の

到来やインバウンド需要の増加などを背景として、今後さらに重要性が増していくと考えられます。

・善光寺表参道を中心とした歩行者のための空間整備を行うとともに、既存の公共交通を維持しつつ、

新たな交通手段の導入などにより、中心市街地における多様な移動手段を確保し、市民や来訪者の利

便性の向上を図ることが必要です。

８．４から７までに掲げる事業及び措置と一体的に推進する公共交通の利便の増進を図るための

事業及び特定事業に関する事項
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［２］具体的事業の内容

（１）法に定める特別の措置に関連する事業

該当なし

（２）① 認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した特例措置に関連する事業

② 認定と連携した支援措置のうち、認定と連携した重点的な支援措置に関連する事業

該当なし

【事業番号】8-1 【事業名】長野市レンタサイクル事業（再掲）

令和５年度～【事業実施時期】

長野市【実施主体】

中心市街地における移動手段の選択肢を増やし、回遊性の向上を図るため、
シェアサイクルのシステムを利用したレンタサイクル事業（モデルコース
の設定、マップの作成など）を実施するもの。

【事業内容】

活性化を実現するための位置付け及び必要性

４歩きたくなるまち【目標】

④ 中心市街地の歩行者・自転車通行量
【目標指標】

Ｅバイクのレンタサイクルステーションの設置により、中心市街地におけ
る移動手段の選択肢が増え、まちなかの回遊が促進されることで、観光客
の滞在時間の延長と観光消費額の拡大が図られるとともに、利用者の行動
範囲が広がることで、まちの新たな魅力発見の機会や再訪を促すきっかけ
にもつながることが期待され、中心市街地活性化に資する。

【活性化に資する理由】

中心市街地活性化ソフト事業【支援措置名】

総務省【支援主体】令和８年４月～令和13年３月【支援措置実施時期】

区域内【その他特記事項】
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（４）国の支援がないその他の事業

【事業番号】8-3 【事業名】市街地循環バス運行事業

平成12年度～【事業実施時期】

長野市【実施主体】

中心市街地における交通の円滑化や高齢者などの移動手段を確保するため、
市街地循環バス“ぐるりん号”を運行するもの。

【事業内容】

活性化を実現するための位置付け及び必要性

１住みたくなるまち ４歩きたくなるまち【目標】

① 中心市街地の人口

④ 中心市街地の歩行者・自転車通行量

【目標指標】

市街地循環バスの運行により、まちなかの回遊を促し、中心市街地におけ
る交通の利便性が高まることでまちなか居住の促進にもつながることが期
待され、中心市街地の活性化に資する。

【活性化に資する理由】

・・・【支援措置名】

・・・【支援主体】・・・【支援措置実施時期】

区域内【その他特記事項】

【事業番号】8-2 【事業名】自動運転バス導入事業

令和７年度～【事業実施時期】

長野市【実施主体】

バス乗務員の人員不足に対応し、公共交通利用者の利便増進を図るため、
自動運転バスの導入に向けた可能性を調査し、試験運行を経て本格導入へ
と移行するもの。

【事業内容】

活性化を実現するための位置付け及び必要性

１住みたくなるまち【目標】

① 中心市街地の人口
【目標指標】

市街地循環バス、路線バスの運行は、中心市街地における交通手段として
不可欠であるが、近年のバス乗務員不足により、将来的には減便や廃線を
余儀なくされる状況も想定される。自動運転バスの導入の検討・試行・運
用は、今後の公共交通の維持存続に直結する重要な事業であり、市街地の
活性化にも資する。

【活性化に資する理由】

自動運転社会実装推進事業【支援措置名】

国土交通省【支援主体】令和８年度～令和９年度【支援措置実施時期】

区域内外【その他特記事項】

（３）中心市街地の活性化に資するその他の支援措置に関連する事業
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◇ 中心市街地の活性化に資する事業の実施箇所

37：善光寺保存活用推進事業

４：善光寺東参道整備事業

15：もんぜん青空テラス事業

40：ぱてぃお大門運営事業

６：北石堂町共同住宅等整備事業

１：長野駅前B-1地区市街地再開発事業

44：南千歳町公園活用事業

43：長野駅東口公園活用事業

位置を特定できないその他の事業
14:：中心市街地遊休不動産活用事業
16：空き店舗等活用事業
17：まちなか賑わい演出事業
18：商店街イベント支援事業
19:：商店街活性化事業

20：事業承継促進事業
21：商品券等発行支援事業
22：大規模集客イベント等開催事業
23:：善光寺表参道まち歩き開催事業
26：外国人観光客受入環境整備事業
27：長野市レンタサイクル事業
28：街角に芸術と音楽があるまちづくり開催事業

29：野外彫刻ながのミュージアム開催事業
30：伝統芸能継承事業
34：長野マラソン開催事業
36：インバウンド等対応店舗支援事業
41：共通駐車券事業
49：もんぜんパートナーシップ事業
50：自動運転バス導入事業

51：市街地循環バス運行事業

10：生涯学習センター運営事業
35：信州環境フェア開催事業
39：長野銀座にぎわい市開催事業

45：TOiGO広場活用事業

７：ながの若者スクエア「ふらっと♭」運営事業
８：こども広場「じゃん・けん・ぽん」運営事業
11：「ながのこどもわくわくカフェ」運営事業
12：もんぜんぷら座運営事業

13：権堂イーストプラザ運営事業

48：善光寺びんずる市開催事業

42：長野駅善光寺口利活用事業

24：長野灯明まつり開催事業

２：中央通り歩行者優先道路化事業

３：城山公園再整備事業
46：城山公園活用事業

５：長野駅周辺駐輪環境整備事業

９：長野市芸術館運営事業
31：芸術文化振興事業

32：子どものための文化芸術プログラム

33：長野マラソンウェルカムフェス開催事業

47：セントラルスクゥエア活用事業

38：観光案内施設運営事業

25：善光寺界隈まちなか周遊促進事業

⻑野ターミナル

南千歳町公園

⻑野市芸術館

イーストプラザ
市⺠交流センター

ひまわり公園
⻑野市⽴⻑野図書館

⻑野県庁

善光寺 ⻑野県⽴美術館

城山公園

生涯学習センター

セントラルスクゥエア

もんぜんぷら座
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［１］市町村の推進体制の整備等

（１）庁内体制

本市では、中心市街地の活性化に関する業務を担当するセクションとして都市整備部まちづくり課内

に「中心市街地活性化担当」を設置し、基本計画に関する業務を行っています。

本計画の策定にあたっては、まちづくり課が事務局となり、庁内11部局、25課の所属長からなる「中

心市街地活性化基本計画策定に係る関係課長会議」を開催し、計画に位置付ける事業の抽出など、部局

間の調整を行いました。

今後、計画に位置付けた事業の進捗状況を確認しながら効果等を検証するため、担当者による協議を

継続的に実施していきます。

課名部局名

企画課

企画政策部 移住推進課

交通政策課

地域活動支援課地域・市民生活部

こども政策課

こども未来部 子育て家庭福祉課

保育・幼稚園課

環境保全温暖化対策課環境部

商工労働課

経済産業振興部 イノベーション推進課

企業立地課

文化芸術課

観光文化部 観光振興課

文化財課

スポーツ課スポーツ部

農業政策課農林部

道路課

建設部
河川課

維持課

建築指導課

都市計画課

都市整備部
公園緑地課

市街地整備課

まちづくり課（事務局）

家庭・地域学びの課教育委員会

表9-1 庁内関係部局

９．４から８までに掲げる事業及び措置の総合的かつ一体的推進に関する事項
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（２）市議会における中心市街地活性化に関する審議の内容

市議会では、都市整備部の所管事項について調査・研究を行う建設企業委員会において、本計画の策
定について審議を行いました。

（３）有識者、民間事業者等を交えた中心市街地活性化に関する検討の場

■長野市中心市街地活性化基本計画評価専門委員会

本市では、中心市街地活性化基本計画の実施の円滑かつ効果的な推進に関し、識見を有する者の意

見を聴くため、執行機関の附属機関として民間諸団体の代表者、有識者及び学識経験者で構成する長

野市中心市街地活性化基本計画評価専門委員会（以下「評価専門委員会」という。）が設置されてい

ます。

評価専門委員会では、市の独自計画である活性化プランについても国の認定計画と同様に、事後評

価を実施しています。本計画については、活性化プランの事後評価や中心市街地の現状等について議

論を行う中で、策定作業を進めました。

内 容開催日

政策説明会
第三期長野市中心市街地活性化基本計画(案)に対する
市民意見等の募集(パブリックコメント) の実施について

令和７年８月25日

建設企業委員会
第三期長野市中心市街地活性化基本計画の策定について

令和７年９月17日

表9-3 長野市中心市街地活性化基本計画評価専門委員会委員名簿

所 属 等氏 名区 分No

ＮＰＯ法人長野都市経営研究所 理事◎竜野 泰一

民間諸団体等
の代表

１

株式会社まちづくり長野 タウンマネージャー越原 照夫２

長野商店会連合会 会長
長野県商店会連合会 会長

塚田 篤雄３

ＩＳＨＩＫＡＷＡ地域文化企画室 代表石川 利江

学識経験者

４

ハウジングスタイリスト〇金澤 玲子５

信州大学工学部建築学科 准教授柳瀬 亮太６

Biotope吉川 みのり７

◎：委員長、〇：副委員長
委員任期５年（令和３年２月から令和８年１月まで）

表9-2 市議会における審議内容
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［２］中心市街地活性化協議会に関する事項

（１）長野市中心市街地活性化協議会の概要

中心市街地の活性化に関する法律（以下「法」という。） に基づき、まちづくり会社である株式会

社まちづくり長野と長野商工会議所が中心となり、平成18年９月27日、長野市中心市街地活性化協議会

（以下「協議会」という。）が設立されました。

協議会は、法の規定により本市が作成しようとする基本計画並びに認定基本計画及びその実施に関し

必要な事項について協議し、様々な主体が参加するまちづくりの運営を横断的・総合的に調整すること

で、中心市街地の活性化の推進と市勢の発展に寄与することを目的に設置されており、令和７年４月末

現在、会員数は35となっています。

協議会では、計画に位置付けた事業の推進を図るため、総会を始めとして、運営会議や個別プロジェ

クト検討会議を適宜開催するなど、関係者と連携しながら中心市街地の活性化に取り組んでいます。

（２）構成員及び開催状況

① 構成員

○正会員

・ (株)まちづくり長野（事務局）（法15条第１項第１号ロ）

・長野商工会議所（法15条第１項第２号イ）

○準会員

・ (株)八十二長野銀行（法15条４項第２号）

・長野市（法15条４項第３号）

○協力会員（法第15条４項第１号、第２号）

・Project-D

・長野市市民協働サポートセンター

・(有)ISHIKAWA地域文化企画室

・ながのまちづくりカフェ

・東後町商盛会

・西後町商興会

・長野市権堂商店街協同組合

・長野銀座商店街振興組合

・長野市北石堂町商店街振興組合

・南石堂町商店街振興組合

・協同組合ナガノ駅前センター

・協同組合 長野駅前商店会

・柳町通り商栄会

・平和通り商工振興会

・信州大学工学部 建築学科 土本俊和ラボ

・長野信用金庫 地域みらい応援部

・(株)ステーションビルMIDORI

・長野市ホテル旅館組合

・(一社)長野県建設業協会 ながの支部

・(一社)長野県不動産鑑定士協会

・長野県住宅供給公社

・(公社)長野県宅地建物取引業協会長野支部

・(公社)長野県建築士会ながの支部

・(株)長野ジャシィ

・(株)マイルーム

・信越電建(株)

・(有)市川

・かるかや山 西光寺

・北村忠三

・小林玲子

・長澤忠信
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② 協議会の開催状況

議題開催日

第三期長野市中心市街地活性化基本計画の策定について令和７年８月28日

第三期長野市中心市街地活性化基本計画に対する意見について令和７年12月17日

図9-1 長野市中心市街地活性化協議会 全体構成

中心市街地活性化協議会 監査役

ほか

個別プロジェクト検討会議

・協議会
・事業提案者
・地権者
・関係機関 など

正会員 準会員 協力会員

運営会議

・(株)まちづくり長野(事務局)
・長野商工会議所
・長野市
・その他

正会員 準会員

総会

・基本計画事業実施者
・商店会
・ＮＰＯ
・学識経験者 など

正会員 準会員 協力会員

ワーキンググループ

タウンマネージャー
・各プロジェクト活動報告
・新規プロジェクト説明
・意見交換など

・基本計画との整合性
・関係機関との調整、コーディネート
・各プロジェクト推進支援

・事業提案者
・地権者
・関係機関 など

計画追加申請（市、国経由）

新規プロジェクト

まちづくり提案

・地権者
・デベロッパー
・行政
・関係機関 など

(例)共同住宅整備事業

・住民
・商店会
・商業者
・行政 など

(例)人材育成事業

・商業者
・地権者
・近隣住民
・行政 など

(例)商業施設整備事業

随時受付
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（３）協議会からの意見書
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（４）協議会の規約

長野市中心市街地活性化協議会 規約

平成18年9月27日作成

平成19年7月5日改正

＜第１章 総則＞

（名称）
第１条 本会は、「長野市中心市街地活性化協議会」（以下「協議会」という。）と称する。
（事務所）
第２条 協議会は、事務所を長野県長野市に置く。
（目的）
第３条 協議会は、中心市街地の活性化に関する法律（以下「法」という。）第９条第１項の規定に
より長野市が作成しようとする基本計画並びに認定基本計画及びその実施に関し必要な事項について
協議し、様々な主体が参加するまちづくりの運営を横断的・総合的に調整することで、長野市中心市
街地の活性化の推進と市勢の発展に寄与することを目的とする。
（公表の方法）
第４条 協議会の公表は、長野市の広報紙への掲載の他、協議会ホームページに掲載することにより
これを行う。ただし、必要があると認めるときは、新聞掲載等によりこれを行うものとする。
（活動）
第５条 協議会は、その目的を達成するため、次の活動を行う。
（１）中心市街地活性化に係る総合調整に関すること

ア 長野市が作成する中心市街地活性化基本計画並びに認定基本計画及びその実施に関し必要な事
項についての意見提出

イ 長野市中心市街地の活性化に関する事業の総合調整
ウ 長野市中心市街地の活性化に関する関係者相互の意見及び情報交換
エ 長野市中心市街地の活性化に寄与する調査研究の実施
オ 中心市街地活性化のための勉強会、研修及び情報交換
カ 協議会活動の情報発信（会報の発行、ホームページ開設等）
キ その他協議会の設立の趣旨に沿った活動の企画及び実施

（２）中心市街地の活性化に係る事業に関すること
ア 市街地整備改善事業に関すること
イ 都市福利施設整備事業に関すること
ウ 街なか居住促進事業に関すること
エ 商業活性化事業に関すること
オ アからエまでに規定する事業及び措置と一体的に推進する公共交通機関の利用者の利便増進事

業及び特定事業に関すること
（３）その他中心市街地の活性化に関すること

＜第２章 会員＞
（会員の種類）
第６条 協議会の会員は、次のものにより構成される。
（１）正会員

ア 株式会社まちづくり長野（法第15条第１項第１号ロ）
イ 長野商工会議所（法第15条第１項第２号イ）

（２）準会員
ア 長野市中心市街地において、法第９条第２項第４号から第８号までに規定する事業を実施しよ

うとする者（法第15条第４項第１号）
イ 長野市の認定基本計画の実施に関し密接な関係を有する者（法第15条第４項第２号）
ウ 長野市（法第15条第４項第３号）

（３）協力会員
ア 協議会の目的に賛同し、長野市中心市街地の活性化に関する活動又は事業等を行う者で、正会

員及び準会員以外の者
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（運営委員）
第７条 協議会の運営委員は、正会員及び準会員の中から、会長が委嘱する。
（監査役）
第８条 協議会の監査役は、正会員及び準会員の中から、会長が委嘱する。
（入会）
第９条 準会員又は協力会員として入会しようとする者は、入会申込書により会長に申し込み、運営会
議の承認を得なければならない。
（会費）
第10条 会員は、本規定において定めるところにより、会費を納入しなければならない。
２ 会費については、別途定める。
（退会）
第11条 会員は、協議会を退会しようとするときは、その旨を会長に届け出なければならない。
２ 会員が死亡し、又は解散したときは、協議会を退会したものとみなす。
（除名）
第12条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、運営会議において運営委員の４分の３以上の同
意により、これを除名することができる。
（１）会費を１年以上納入しないとき
（２）協議会の名誉を毀損し、又は協議会の設立趣旨に反する行為をしたとき
２ 前項第２号の規定により会員を除名しようとするときは、除名の議決を行う運営会議において、そ
の会員に弁明の機会を与えなければならない。
（拠出金品の不返還）
第13条 既に納入した会費その他の拠出金品は、返還しない。

＜第３章 役員＞
（役員）
第14条 協議会に次の役員を置く。
（１）会長 １名
（２）副会長 ２名
（３）運営委員 ２０名以内
（４）監査役 １名
２ 会長は、正会員の中から選出し、運営会議において選任する。
３ 副会長は、正会員又は準会員の中から選出し、運営会議において選任する。なお、副会長２名のう
ち１名は正会員とする。
４ 役員の任期は２年とする。ただし再任を妨げない。
（職務）
第15条 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
３ 運営委員は、運営会議を構成し、協議会の運営のための活動を行う。
４ 監査役は、協議会の会計を監査し、その監査の結果を総会に報告する。
（タウンマネージャー）
第16条 協議会には、協議会における活動を円滑に進めるため、まちづくりについて専門的知見を有す
るタウンマネージャーを配置する。
２ タウンマネージャーは、運営会議の審議を経て、会長が委嘱する。
３ タウンマネージャーの任期は２年とする。ただし再任を妨げない。
（事務局）
第17条 協議会の事務を処理するために、株式会社まちづくり長野内に事務局を置く。
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＜第４章 会議＞
（会議の種類）
第18条 会議の種類は次のとおりとする。
（１）運営会議
（２）個別プロジェクト検討会議
（３）総会
（運営会議）
第19条 運営会議は、適宜開催し、協議会の活動を実施するうえでの連絡調整、活動報告及び収支決算、
活動計画及び収支予算、規約の改正、役員の選出、タウンマネージャーの選出、入会申込者の承認、個
別プロジェクト検討会議の内容、その他協議会が必要と認める事項を審議し議決する。
２ 運営会議は、運営委員をもって構成する。
３ 運営会議は、運営委員の半数以上が出席しなければこれを開くことができない。
４ 運営会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
５ 運営会議の議事は、出席者の過半数をもってこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところ
による。
６ 協議会の目的を実行するため、運営会議にワーキンググループを設置することができる。
（１）ワーキンググループは、毎年度の活動計画に沿って実行する。
（２）ワーキンググループは、毎年度の活動状況を運営会議に報告する。
７ 協議会の運営について助言を得るため、必要に応じて、運営会議に関係者の出席を求めることがで
きる。
（個別プロジェクト検討会議）
第20条 個別プロジェクト検討会議は、基本計画記載事業又は基本計画への記載を予定する事業につい
て、事業者、地権者等の関係者及び運営委員が出席し、事業ごとに、適宜開催する。事業推進のための
課題、又は事業化を目指すうえでの課題等について審議する。
２ 個別プロジェクト検討会議は、会長が招集し、会長又はタウンマネージャーが議長となる。
（総会）
第21条 総会は、正会員、準会員、協力会員及び監査役の参加により適宜開催する。各基本計画事業の
実施報告、新規事業の説明、監査報告、意見交換等を行い、中心市街地活性化事業の関係者間の情報共
有及び連携を図る。
２ 総会は、会長が招集し、会長が議長となる。
３ 法第15条第９項に基づく意見提出については、総会の決議を経ることを要する。
４ 前項の決議を行う際の総会は、会員の半数以上が出席しなければこれを開くことができない。
５ 第３項の決議は、出席者の過半数をもってこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところに
よる。

＜第５章 会計＞
（会計年度）
第22条 協議会の会計年度は、毎年４月１日から翌年３月31日までとする。
（収入・支出）
第23条 協議会の収入は、会費、寄附金及び交付金等による。
２ 協議会の支出は、通信費、事務費、会議費、その他運営に要する経費とする。

＜第６章 解散＞
（解散）
第24条 運営会議の議決に基づいて解散する場合は、運営委員の４分の３以上の同意を得なければなら
ない。
２ 解散のときに存する残余財産は、運営会議の議決を得て協議会と類似の目的を持つ団体に寄附する
ものとする。
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附則
１ この規約は、平成18年９月27日から施行する。
２ 第１回運営会議までの間の会長については、株式会社まちづくり長野代表取締役社長がこれに
あたる。
３ 協議会設立時の役員の任期は、平成19年３月31日までとする。
４ この規約に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項については、運営会議の承認を
得て、別に定める。
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［３］基本計画に基づく事業及び措置の一体的推進等

（１）客観的現状分析、ニーズ分析に基づく事業及び措置の集中実施

① 統計的なデータによる現状分析

長野市の人口動態、商業や交通の動向、公共公益施設や市街地整備の状況について、統計データ等

を元に現状分析を行いました。

② アンケートによる住民ニーズ等の分析

令和６年度のまちづくりアンケートにおいて、「中心市街地のまちづくりについて」をテーマとす

るアンケートを実施し、市民の意識やニーズの把握を行いました。

また、中心市街地内の商店会など商工団体を対象にヒアリング調査を行い、地域におけるまちづく

りの取組やニーズの把握を行いました。

実施日名 称

令和６年12月20日大門町上商店街協同組合１

令和６年12月24日長野市権堂商店街協同組合２

令和７年１月14日協同組合長野駅前商店会３

令和７年１月15日長野市中央通り活性化連絡協議会４

令和７年１月16日元善町商盛会５

令和７年１月16日東参道商店会６

令和７年１月17日協同組合ナガノ駅前センター７

令和７年１月20日長野銀座商店街振興組合８

令和７年１月23日長野市北石堂町商店街振興組合９

令和７年１月29日南石堂町商店街振興組合10

令和７年１月30日長野商工会議所、㈱まちづくり長野11

③ パブリックコメントの実施

本計画の策定にあたり、広く市民の意見を聞くため、令和７年８月27日から９月26日にかけて計画

案のパブリックコメントを実施し、13の個人、団体から46件の意見をいただきました。

表9-4 商工団体ヒアリング調査 実施状況

件 数対応方針対応区分

６件計画案を修正・追加するＡ

２件計画案に盛り込まれており、修正しないＢ

23件計画案は修正しないが、今後の取組において検討又は参考とするＣ

０件計画案に反映しないＤ

15件その他（状況説明など）Ｅ

46件合計

表9-5 パブリックコメントの結果
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（２）様々な主体の巻込み及び各種事業との連携・調整

① 善光寺表参道おけるウォーカブルなまちづくりの取組

市では、令和４年２月に公民が連携してまちづくりを行うためのガイドラインとして長野中央西

地区市街地総合再生基本計画を策定し、重点プロジェクトの一つに中央通りウォーカブル推進事業を

位置付けました。この事業は、中央通り歩行者優先道路化事業を核として、未整備区間である長野駅

から新田町交差点までの区間において、安全で快適な歩行者のための道路づくりとともに、沿道にお

ける滞留空間の整備や道路空間の活用など、ハード、ソフト両面から公民が連携してまちづくりを推

進する事業です。

事業の推進にあたっては、沿道の商店会とともに勉強会を開催し、沿道を含めた道路の空間づく

り、整備後の道路空間の活用、景観形成などについて研究を進めており、今後、様々な主体の参加を

促しながら、エリアマネジメントによるまちづくりに発展させていくことを目指しています。

② 中心市街地における遊休不動産活用の取組

市では、中心市街地に点在する空き家や空き店舗などの遊休不動産の活用を推進するため、中心市

街地遊休不動産活用事業により、協議会が多様な主体と連携しながら、リノベーションに関わる「人

と人」、「人とまち」を繋げるために行う取組を支援しています。

この事業では、空き家やイベントなど、まちの様々な情報を発信し、まちづくりのプラットフォー

ムとなる「まちくらしたてもの案内所」の運営のほか、地域の魅力を再発見し、まちへの愛着を育て

ていく「ながの門前まちあるき」や「空き家見学会」、まちづくり全般について自由に話し合う「ま

ちくらしたてもの会議」などを実施しています。このほかにも、長野県建築士会ながの支部と連携し

た西鶴賀町におけるエリアリノベーションプロジェクトや、長野県立大学のゼミと連携した石堂町に

おける民設図書館のプロジェクトなどに取り組んでいます。

今後は、人やまちとのつながりを通してリノベーションのまちづくりを中心市街地全体に広げてい

くとともに、リノベーションで生まれた魅力的な店舗等の認知度向上を図るため、積極的な情報発信

に取り組んでいく予定です。
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［１］都市機能の集積の促進の考え方

（１）第五次長野市総合計画後期計画（令和４年４月）

本市の総合計画では、『快適に暮らし活動できるコンパクトなまち「ながの」』を都市整備分野

におけるまちの将来像として掲げ、いきいきと暮らせる魅力あるまちづくりを推進するため、地域

の特性に応じた都市機能の充実を図ることとしており、中心市街地については、「都市拠点となる

べき地域における人口密度が維持され、市民生活へのサービスの提供可能な都市機能が集約し、居

心地の良い空間が形成されている」ことを目指すとしています。

【政策１】 いきいきと暮らせる魅力あるまちづくりの推進

【施策１】 地域の特性に応じた都市機能の充実

【目指す状態】

中心市街地や鉄道駅周辺など「都市拠点となるべき地域における人口密度が維持され、市民生活

へのサービスの提供可能な都市機能が集約し、居心地の良い空間が形成されている。」

（２）長野県長野都市計画区域マスタープラン（令和４年５月変更）

長野都市計画区域マスタープランでは、目指す都市計画の目標と実現に向けた基本的な方針を明

確にし、計画的な都市づくりの実現を促すため、都市づくりの基本理念や目標を設定しており、都

市づくりの目標において「活力と賑わいの持続する都市づくり」、「協働による個性ある都市づく

り」を掲げ、中心市街地の目指す都市像として、都市機能の集積及び高度化、まちなか居住の推進

による地域コミュニティの維持、観光機能の充実と歴史的景観の保全を位置付けています。

【都市づくりの基本理念】

災害に強く、自然と共生した安全・安心な都市づくり 歴史と文化の広域交流都市づくり

【都市づくりの目標】

○自然と共生し、調和した都市づくり

○安全・安心できる都市づくり

○活力とにぎわいの持続する都市づくり

○協働による個性ある都市づくり

【中心市街地（長野駅周辺・善光寺周辺）の目指す市街地像】

・長野駅を中心とした地域は、多様で高次の広域的都市機能が集積していることから、市街地開

発事業等を活用し、関連施設の緊密な活動に必要な機能のさらなる集積、高度化を図る。

・行政、医療、福祉、教育、文化などの各種機能を徒歩で利用できるまちなか居住を推進するこ

とにより、夜間人口の減少を防ぎ、地域コミュニティの維持を図る。

・門前町の雰囲気を今に残す善光寺とその周辺地域は、歴史と文化資源を活かす地域と門前町に

相応しい街並みの形成を促すことにより観光機能の充実と歴史的景観の保全を図る。

中心市街地における都市機能の集積の促進の考え方について、市の上位計画において方針や方向性が

示されています。

１０．中心市街地における都市機能の集積の促進を図るための措置に関する事項
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［２］都市計画手法の活用

（３）長野市都市計画マスタープラン（平成29年４月）

長野市都市計画マスタープランでは、本市の20年後の姿を想定し、都市づくりの基本的な考え方と

なる「都市づくりの理念・目標」を設定し、それを達成するため、将来の望ましい都市の構成（土地

利用と地域間連携の大きな方向性）を示した都市構造の基本的な考え方を示しています。

【都市づくりの目標】

目標１：誰もが住みやすく移動しやすいコンパクトな街にする

目標２：都市の資産を上手に使い再生する

目標３：自然・歴史・文化などの地域特性を活かした長野らしい特色ある地域づくりを図る

【都市構造の基本的な考え方】

○コンパクトな都市（集約型都市構造）とするための「都市拠点」と「都市軸」の形成

○地域資源を活かし各地域が連携した一体的な都市の形成

【都市拠点かつ広域拠点である中心市街地の整備方針】

・中央通りやその周辺地で歩行者優先の交通環境整備や市街地整備を進め、商業集積等を促進する

と同時に、官公庁や本社機能などの中枢的な業務・サービス機能といった高次都市機能の集積を

図る。

・歩いて暮らせる生活圏の形成や、活力と魅力を備えた中心市街地の形成のため、まちなか居住の

促進や周辺地域との公共交通の結節性を高める。

（４）長野市立地適正化計画（平成29年３月策定 令和４年９月一部改訂）

長野市立地適正化計画では、長野市都市計画マスタープランの都市づくりの目標を実現、具体的に

するための基本方針を掲げています。

【基本方針】

■コンパクトな街を形成させるための一定の人口集積を図る「居住誘導区域」の設定

「居住誘導区域」を定め、一定の人口集積のもと公共交通サービスや、日常生活を支える施設の

立地などで将来にわたり居住地として利便性の高いエリアを維持・形成を目指す。

■生活の利便性や街の魅力を高める機能の集積を図る「都市機能誘導区域」の設定

日常生活を支える施設に加え、長野市全体の魅力を向上させる施設を、鉄道やバスなどによりア

クセスが容易で人が集まり易い「広域拠点」や「地域拠点」の徒歩圏に立地を誘導する「都市機

能誘導区域」を定める。

■都市構造、土地利用と連携した公共交通網の充実と利便性の向上

コンパクトな街の形成のために都市機能誘導区域、居住誘導区域の設定と連携した公共交通網を

形成する。人口の集積により公共交通サービスが成り立つ需要を維持する。

本市では、平成19年９月に、市内のすべての準工業地域に特別用途地区（大規模集客施設制限地

区）が指定され、「長野市特別用途地区内における建築物の制限等に関する条例」により、1haを超

える大規模集客施設の建築が制限されています。条例の運用により、大規模集客施設の郊外での立地

を抑制し、都市機能の無秩序な拡散を防止するとともに、都市の既存ストックの活用を図り、多様な

都市機能がコンパクトに集積した歩いて暮らせるまちを目指して各種施策に取り組んでいます。
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［３］都市機能の集積のための事業等

事業名分類

・長野駅前Ｂ-１地区市街地再開発事業

・中央通り歩行者優先道路化事業

・城山公園再整備事業

・善光寺東参道整備事業

・長野駅周辺駐輪環境整備事業

・北石堂町共同住宅等整備事業

４．市街地の整備改善のための事業

・ながの若者スクエア「ふらっと♭」運営事業

・こども広場「じゃん・けん・ぽん」運営事業

・長野市芸術館運営事業

・生涯学習センター運営事業

・「ながのこどもわくわくカフェ」運営事業

・もんぜんぷら座運営事業

・権堂イーストプラザ運営事業

５．都市福利施設を整備する事業

・長野駅前Ｂ-１地区市街地再開発事業（再掲）

・北石堂町共同住宅等整備事業（再掲）

・中心市街地遊休不動産活用事業

６．居住環境の向上のための事業

・中心市街地遊休不動産活用事業（再掲）

・もんぜん青空テラス事業

・空き店舗等活用事業

・まちなか賑わい演出事業

・商店街活性化事業

・事業承継促進事業

・長野市レンタサイクル事業

・野外彫刻ながのミュージアム開催事業

・インバウンド等対応店舗支援事業

・善光寺保存活用推進事業

・観光案内施設運営事業

・ぱてぃお大門運営事業

・共通駐車券事業

・もんぜんパートナーシップ事業

７．経済活力の向上のための事業

・長野市レンタサイクル事業（再掲）

・自動運転バス導入事業

・市街地循環バス運行事業

８．４から７までの事業と一体的に推進
する事業

４～８に計画している事業のうち、都市機能の集積に資する事業は、次のとおりとします。
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［４］その他の事項

（１）中心市街地における大規模建築物等の既存ストックの現況

中心市街地には、業務、商業等、様々な用途の大規模建築物が集積しており、長野駅から新田町交

差点までの善光寺表参道沿道とその周辺には、主に商業施設や宿泊施設等の大規模建築物が集積して

います。

このうち業務用途の建築物については、市が令和６年度に中心市街地及びその周辺で実施したオ

フィスビル実態調査によると、築30年以上が全体の８割近くを占めており、建物の老朽化が進んでい

る実態がうかがえます。一方で、令和６年度末の空室率は8.1％であり、需要に対して安定的に

床が提供されています。

商業用途の建築物については、令和２年４月に権堂地区において大型商業施設が閉店しましたが、

既存建物を改修し、令和４年９月に新たな商業施設としてオープンしています。また、宿泊施設につ

いても、近年、数件のホテルが撤退していますが、その後、いずれの施設も事業者を変更して、引き

続き、宿泊施設として活用されており、既存ストックの有効活用が図られています。

（２）庁舎などの行政機関、学校等の都市福利施設の立地状況

中心市街地には、国や県の出先機関、市役所などの主要な行政機関のほか、もんぜんぷら座などの

交流拠点施設、長野県立美術館や長野市芸術館、長野市立長野図書館、大学、小学校などの教育文化

施設など、様々な公共施設が立地しています。

また、中心市街地に近接した区域には、県庁や高等学校、大学、総合病院などが立地しており、中

心市街地とその周辺に都市福利施設の集積がみられます。

表10-1 中心市街地に立地する主な公共公益施設

用途所管施設名

行政事務所国長野第二合同庁舎

行政事務所国長野税務署

行政事務所県長野県長野合同庁舎

大学民間清泉大学

学生寮県長野県立大学後町キャンパス象山寮

美術館県長野県立美術館

美術館県東山魁夷館

行政事務所市長野市役所

その他の公共施設市長野市芸術館

その他の公共施設市もんぜんぷら座

その他の公共施設市長野市生涯学習センター

その他の公共施設市権堂イーストプラザ市民交流センター

保育園市長野市山王保育園

保育園市長野市後町保育園

小学校市長野市立鍋屋田小学校

公民館市長野市立中部公民館第四地区分館

公民館市長野市立中部公民館第五地区分館

図書館市長野市立長野図書館
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図10-1 中心市街地における都市機能の集積状況

善光寺

⻑野市⽴⻑野図書館

⻑野県庁

生涯学習センター

もんぜんぷら座

⻑野駅

市役所前駅

権堂駅

善光寺下駅
加茂小学校

鍋屋田小学校

山王小学校

柳町中学校

城東小学校

⻑野県⽴大学
後町キャンパス

象山寮

南部小学校

⻑野⻄高等学校

⻑野商業高等学校

中心市街地の区域
主要な公共施設
教育施設
公園・広場

⻑野第⼆合同庁舎

⻑野県⻑野合同庁舎

⻑野税務署

⻑野ターミナル

⻑野中央郵便局

⻑野地⽅家庭裁判所

⻑野地⽅検察庁

⻑野第⼀合同庁舎

鶴賀消防署

⻑野県⽴美術館

城山公園

⻑野清泉⼥学院
中学校・高等学校

城山小学校

ながのこども館ながノビ！

権堂イーストプラザ
市⺠交流センター

⻑野市役所

⻑野中央病院

信州大学教育学部

中央消防署

⻑野市芸術館

⻑野駅東⼝公園

清泉大学
⻑野駅東⼝キャンパス

⻑野県⽴大学
三輪キャンパス
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中心市街地に立地
店舗面積

(m2)
店舗名

○19,381ながの東急百貨店

○9,901MIDORI長野

○6,210権堂ウエストプラザ

13,712長野ホリデイスクエア

11,485ケーズタウン若里

10,323青木島ショッピングパーク

9,021ショッピングタウン川中島

8,214ホームセンタームサシ長野南店・アークプロ資材館

7,921イオンタウン長野三輪

7,801ヤマダ電機テックランド長野SBC通り店

8,277東京インテリア家具長野店

6,657ニトリ長野店

6,290信濃の里ショッピングタウン

5,877綿半ホームエイド稲里店

5,472Sports Mall Of 長野

5,451綿半スーパーセンター長池店

63,000イオンモール須坂（須坂市）

表10-2 中心市街地及び周辺に立地する店舗面積5,000㎡以上の大規模集客施設

出典：長野市資料

（３）中心市街地及び周辺の大規模集客施設の立地状況及び今後の設置計画の状況

中心市街地には、ながの東急百貨店やMIDORI長野、権堂ウエストプラザ（綿半スーパーセンター権

堂店）など、売り場面積5,000㎡を超える大規模集客施設が立地しています。令和７年10月に、隣接

市の郊外に大型商業施設「イオンモール須坂」が開業しており、今後、周辺地域の商業環境に影響を

及ぼすことが予想されます。
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図10-2 中心市街地及び周辺の大規模集客施設
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11．その他中心市街地の活性化に資する事項

［１］都市計画等との調和等

［２］その他の事項

（１）環境・エネルギー等への配慮

本市では、中心市街地で実施する市街地再開発事業について、長野県の『信州まちなかグリーンイ

ンフラ推進計画』及び『長野県ゼロカーボン戦略』に寄与することを事業採択の要件とし、積極的な

敷地内緑化や、高い環境性能を有する建築物とすることを求めているほか、浸水対策として、雨水の

流出抑制対策などを求めています。

また、持続可能な社会の実現に向けて、環境に配慮したライフスタイルを確立する契機とするため

に開催している「信州環境フェア」の開催事業を本計画に位置付けています。この事業は、ゼロカー

ボン達成に向けて、学びを深める市民向けの環境啓発イベントであり、環境に関する展示や、子ども

たちを対象とした体験型イベント等を実施するものです。

このほか、本計画に位置付けた「長野市レンタサイクル事業」は、Ｅバイクのレンタサイクルステー

ションを整備し、自転車利用によるまちなかの回遊性の向上を図るとともに、まちなかにおける自動車の移動

を減らすことによって、地球温暖化の原因である排気ガスの削減や騒音・振動の防止にもつながる取組です。

本計画で掲げる中心市街地活性化に向けた基本的方針の実現に向け、環境にも配慮しながら各種事業を

推進していきます。

長野市都市計画マスタープランでは、長野駅から善光寺を中心とした中心市街地を多様で高次の都

市機能が集積する広域拠点として位置付け、以下の整備方針を掲げています。

・中央通りやその周辺地で歩行者優先の交通環境整備や市街地整備を進め、商業集積等を促進する

と同時に、官公庁や本社機能などの中枢的な業務・サービス機能といった高次都市機能の集積を

図る。

・歩いて暮らせる生活圏の形成や、活力と魅力を備えた中心市街地の形成のため、まちなか居住の

促進や周辺地域との公共交通の結節性を高める。

これらの整備方針との調和を保ちながら、本計画に位置付けた各種事業に取り組み、中心市街地の

活性化を図ります。
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Ⅰ 地域の現状に関する統計的なデータの把握・分析

１．人口の動向

（１）人口

本市では少子高齢化の進行により、総人口が減少しており、この10年で約２万人減少している。

一方で、中心市街地の人口は、マンションが整備されたことなどにより、9,500人から9,600人の間

で推移し、ほぼ横ばいとなっている。

図1-1-2 長野市及び中心市街地の世帯数・世帯人員の推移

図1-1-1 長野市及び中心市街地の人口の推移
出典：住民基本台帳（各年度10月1日現在）

出典：住民基本台帳（各年度10月1日現在）

（２）世帯数

本市の総世帯数は、この10年で増加傾向にあり、中心市街地では、世帯数は増減を繰り返しなが

らおおむね5,300世帯から5,400世帯で推移している。世帯人員は、市全体と中心市街地のいずれも

減少傾向にあり、特に中心市街地では、令和６年の世帯人員が1.77人となっており、単身世帯が増

加していることがうかがえる。
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図1-1-4 中心市街地の世代別の人口推移と高齢化率

出典：住民基本台帳（各年度10月1日現在）

（３）将来推計人口

本市では今後、出生数の減少や若い世代の県外流出等が見込まれ、『長野市人口ビジョン（令和

７年４月）』では、令和42年の人口を約27万4,000人と推計している。令和６年の人口と比較すると

約８万９千人の大幅な減少となる見通しである。

（４）世代別人口

中心市街地の世代別人口は、年少人口が減少傾向にあり、生産年齢人口は、5,500人から5,600人

で推移し、ほぼ横ばいとなっている。一方で、老年人口は増加傾向にあり、高齢化率は令和６年で

32.0％に達している。

図1-1-3 長野市の将来推計人口の推移

出典：長野市人口ビジョン改訂版（令和７年４月）
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図1-1-5 中心市街地地区の人口動態（自然増減数と社会増減数）の推移

出典：住民基本台帳（各年度10月1日現在）

（５）人口動態（自然増減数と社会増減数）

第一地区から第五地区までの５地区（以下「長野市中央５地区」という。）においては、人口の

自然増減数が減少傾向にあり、その減少幅も徐々に拡大している。一方で、社会増減数は、ばらつ

きがあるものの、全体としては増加している。

長野市中央５地区における自然減は、少子高齢化に伴うものであり、社会増については、中心市

街地及びその周辺のマンション整備が一因と考えられる。
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２．商業の動向

（１）中心市街地の経済活動状況

中心市街地の小売業の事業所数、従業者数、年間販売額、売場面積はいずれも減少傾向にある。

出典：総務省・経済産業省「経済センサス-活動調査結果」

図1-2-1 事業所数（小売業）の推移（市全体と中心市街地の比較）

図1-2-2 従業者数（小売業）の推移（市全体と中心市街地の比較）

図1-2-3 年間販売額（小売業）の推移（市全体と中心市街地の比較）
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（２）空き店舗数の状況

図1-2-5 善光寺表参道及び権堂アーケード沿い１階部分の店舗数と空き店舗数の推移

善光寺表参道及び権堂アーケード沿いの１階部分の空き店舗数は、新型コロナウイルス感染

症拡大の影響により、令和３年に25店まで増えたが、令和４年以降は減少傾向にあり、空き店

舗率は５％前後で推移している。

出典：総務省・経済産業省「経済センサス-活動調査結果」

図1-2-4 売場面積（小売業）の推移（市全体と中心市街地の比較）

出典：長野市資料
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図1-2-6 中心市街地における商業施設の分布状況

出典：長野市資料

（３）商業施設の分布状況

中心市街地には、飲食施設を中心とした商業施設が集積しており、特に長野駅周辺及び善光寺

表参道沿線、権堂地区に多く立地している。
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表1-2-1 中心市街地の大規模小売店舗

店舗面積(m2)店舗名

19,381ながの東急百貨店①

9,901MIDORI長野②

6,210権堂ウエストプラザ③

4,558TOiGO（長野銀座A-1地区）④

3,188長野シーワンビル⑤

2,196TOiGOパーキング（長野銀座D-1地区）⑥

2,051ウエストプラザ長野⑦

1,536長野市もんぜんぷら座⑧

出典：長野県大規模小売店舗一覧（令和７年4月1日現在、長野県ホームページ）

図1-2-7 中心市街地の大規模小売店舗

（４）大規模小売店舗の立地状況

大規模小売店舗立地法に基づく届出が必要な店舗面積1,000㎡以上の大規模小売店舗は、長野

駅から新田町交差点一帯を中心に８店舗が立地している。
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表1-2-2 長野市の商圏状況の推移

出典：長野県商圏調査報告書（令和６年度）

令和６年令和３年平成30年平成27年平成24年項目

607,424635,498615,485634,172646,268商圏人口（人）

2831283030商圏内市町村数

86.289.891.293.293.6地元滞留率（％）

図1-2-8 長野市の商圏（全品目平均）

（５）商圏の状況

本市の商圏人口は、増減を繰り返しながら推移しており、令和６年には約60万7,400人となって

いる。直近の３年間では、商圏人口、商圏内市町村数、地元滞留率のいずれも減少している。

・商圏：商業施設・集積等が顧客を吸引する地理的な範囲

一次商圏：地域の消費需要の30％以上を吸引している地域

二次商圏：地域の消費需要の10％以上30％未満を吸引している地域

三次商圏：地域の消費需要の5％以上10％未満を吸引している地域

・商圏人口：商圏内の居住人口

・商圏内市町村数：商圏に含まれる市町村数

・地元滞留率：居住する地元市町村（平成15年８月31 日現在の旧市町村単位）内で主に買物をす

る世帯の割合（％）



101

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

50,000

H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

仁王門前 ⼤門駐⾞場 権堂町 権堂⼤通り ⻑野銀座 南千歳町 末広町

３．交通の動向

（１）歩行者・自転車通行量の推移

図1-3-2 中心市街地の歩行者・自転車通行量調査地点

図1-3-1 中心市街地の歩行者・自転車通行量の推移

仁王門前

⼤門駐⾞場

権堂町
権堂⼤通り

⻑野銀座

南千歳町

末広町

※善光寺仁王門前の調査

例年10月第3日曜日

6：00～18：00に実施

※他６地点の調査

例年9月第1金曜日

6：00～18：00に実施

出典：長野市歩行者通行量
調査結果

コロナ禍

（人/日）

善光寺仁王門前の歩行者・自転車通行量（例年10月第３日曜日に調査）は、令和３年に新型コ

ロナウイルス感染症拡大の影響による落ち込みがみられたものの、おおむね１日25,000人前後で推

移している。

また、調査地６地点（大門駐車場、権堂町、権堂大通り、長野銀座、南千歳町、末広町）の通

行量（例年９月第１金曜日に調査）は、これまで全体的に減少傾向にあったが、コロナ禍後の令

和５年以降は増加に転じている。
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（２）公共交通機関の状況

① 長野駅１日平均乗車人員の推移

長野駅に乗り入れている鉄道への１日あたり平均乗車人員は、約３万人で推移していたが、新型

コロナウイルス感染症拡大の影響により、令和２年度には約２万人まで減少した。その後は徐々

に増加し、令和５年度には約２万6,000人を上回る乗車人員まで回復している。

図1-3-4 市街地循環バスの乗車人員の推移

出典：長野市資料

コロナ禍

図1-3-3 長野駅の乗車人員の推移

出典：長野市統計書

コロナ禍

② 市街地循環バス

中心市街地を循環するバス「ぐるりん号」は、令和元年度に便数が減便となったため、前年度と

比べて乗車人員が減少している。また令和２年度は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により

大きく減少したものの、令和４年度から令和５年度には13万人を上回るまでに回復がみられた。し

かし、令和６年度に、運転手不足等により便数が前年度比で約４割にまで減便となったことから、

乗車人員が大きく減少している。

（年度）

（年度）
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図1-3-6 鉄道・バス路線網

出典：長野市資料
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４．公共公益施設の分布

中心市街地には、国や県の出先機関、市役所などの主要な行政機関のほか、もんぜんぷら座など

の交流拠点施設、長野県立美術館や長野市芸術館、長野市立長野図書館、大学、小学校などの教育

文化施設など、様々な公共施設が立地している。また、中心市街地に近接して県庁や複数の高等学

校、大学、総合病院などが立地しており、中心市街地とその周辺に都市機能が集積している。

図1-4-1 中心市街地における都市機能の集積状況
出典：長野市資料
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５．市街地整備の動向

図1-5-1 市街地再開発事業の状況

出典：長野市資料

（１）市街地再開発事業の状況

市街地再開発事業は、これまでに10地区で事業が施行され、このうち中心市街地では７地区で事業

が完了している。また、現在は長野駅前Ｂ-１地区において事業が計画されている。優良建築物等整

備事業は、これまでに28地区で事業が施行され、このうち中心市街地では24地区で事業が完了してい

る。
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表1-5-2 優良建築物等整備事業一覧

表1-5-1 市街地再開発事業一覧（令和７年４月現在）

出典：長野市資料

中心市街地整備事業名番号中心市街地整備事業名番号

○長野駅東口第１地区優-15○緑町地区優-1

○長野駅東口第２地区優-16○表参道地区優-2

○長野駅東口第３地区優-17○権堂地区優-3

○長野駅東口第４地区優-18○県町地区優-4

○長野駅東口第５地区優-19○問御所地区優-5

○長野駅東口第６地区優-20○権堂第2地区優-6

七瀬南部地区優-21○南石堂第１地区優-7

○長野駅東口第８地区優-22○南千歳第１地区優-8

篠ノ井駅前第１地区優-23○県町第２地区優-9

○南千歳第３地区優-24篠ノ井横町地区優-10

○県町第３地区優-25○西後町第１地区優-11

○岡田町第１地区優-26○北石堂第１地区優-12

○長野駅東口第９地区優-27松代殿町地区優-13

○南石堂Ａ-１地区優-28○南千歳第２地区優-14

出典：長野市資料

中心市街地整備事業名番号

北長野駅前B-3地区法-1

北長野駅前B-1地区法-2

○長野駅前A-2地区法-3

○東後町・権堂町A地区法-4

○長野銀座A-1地区法-5

○長野駅前A-1地区法-6

○長野銀座D-1地区法-7

北長野駅前A-2地区法-8

○長野駅前A-3地区法-9

○権堂B-1地区法-10

○(計画中）長野駅前B-1地区法-11
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（２）中心市街地内の建物の築年数及び階数

中心市街地内には、築30年以上の建物が多く存在している。特に新田町交差点より北側に築年数

の古い建物が集中しており、築100年以上の建物も多く存在している。

図1-5-3 中心市街地内の建物の築年数

令和４年度長野市都市計画基礎調査から作成
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長野駅周辺から新田町交差点周辺までのエリアや長野大通り沿い、長野県庁周辺などに階数が高

い建物が多く分布している。一方で、大門町交差点より北側の善光寺周辺一帯は、階数の低い建物

が多く分布している。

図1-5-4 中心市街地内の建物の階数

令和４年度長野市都市計画基礎調査から作成
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（３）地価の状況

中心市街地では、長野駅から新田町交差点までの長野駅に近いエリアを中心に、地価が高い傾向

がみられる。平成28年から令和７年までの変動率をみると、長野駅前が最も高く＋4.5％となって

いる。

図1-5-5 令和７年公示地価と平成28年からの変動率

長野県の統計情報ホームページ（令和７年１月時点地価公示）から作成
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Ⅱ．地域住民のニーズ等の把握・分析

１．令和６年度まちづくりアンケート

（１）調査概要

満18歳以上の長野市内に在住の方5,000人（住民基本台帳からの
等間隔無作為抽出）

調査対象

返信用封筒を同封した、質問票送付によるアンケート調査方式調査方法

令和６年９月11日（水）から10月22日（火）まで調査期間

回収標本数：2,476通 回収率：49.5％回収結果

（２）調査結果

① 中心市街地を訪れる頻度

問 あなたは、過去１年間に、どのくらい中心市街地を訪れましたか。

「数か月に１回程度」が28.3％で最も多く、「月に１回以上」が27.9％、「ほぼ毎日」が

14.3％、「週に１回以上」が13.9％と続く。「ほとんど行かない」は15.6％だった。

年代別では、10歳代は「ほぼ毎日」が40.0％と高く、20歳代と50歳代は19％台。80歳代は

「ほとんど行かない」が30.2％と高い。

ほぼ毎日

14.3

週に１回

以上

13.9

月に１回

以上

27.9

数か月に

１回程度

28.3

ほとんど

行かない

15.6

無回答

0.1

(n=2,476）

（％）

40.0

19.4

17.3

16.3

19.9

15.2

7.2

7.0

17.1

17.7

15.2

14.2

10.4

15.2

14.0

12.6

20.0

30.3

29.5

26.9

31.5

28.1

29.3

21.1

17.1

29.1

29.1

27.8

25.7

25.8

32.7

28.4

5.7

3.4

8.9

14.8

12.6

15.8

16.6

30.2

0.2

0.6

0% 50% 100%

10歳代

20歳代

30歳代

40歳代

50歳代

60歳代

70歳代

80歳以上

■年代別

ほぼ毎日 週に１回以上 月に１回以上 数か月に１回程度 ほとんど行かない 無回答

(n=175)

(n=341)

(n=499)

(n=442)

(n=413)

(n=331)

(n=237)

(n=35)

表2-1-1 令和６年度まちづくりアンケート 調査概要
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② 中心市街地を訪れる主な目的

問 あなたが、中心市街地を訪れる主な目的は何ですか。次の中から、当てはまるものを、

３つ以内で選んでください。

「買い物・飲食」が75.2％で最多。２番目は「生活関連サービス（理美容・通院・金融機

関・行政手続など）」の37.0％で、以下「娯楽（映画・カラオケなど）」が24.3％、「お祭

りなどのイベント」が19.2％、「通勤・通学」が15.9％、「散策（公園など）」が12.3％と

続く。

75.2

37.0

24.3

19.2

15.9

12.3

11.1

9.8

7.4

2.3

0 20 40 60 80

（n=2,476）

（複数回答）

・買い物・飲食

・生活関連サービス（理美容・

通院・金融機関・行政手続

・お祭りなどのイベント

・散策（公園など）

・娯楽（映画・カラオケなど）

・通勤・通学

・趣味・習い事

・会議や集会

・その他

・無回答

（％）
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年代別では、10歳代と20歳代は「活性化している」と「やや活性化している」の合計がそれぞ

れ40.0％、34.9％と高い。年代が上がるにつれ、その割合が低くなる傾向にある。

③ 中心市街地の活性化に関する評価

問 あなたは、長野市の中心市街地は活性化していると思いますか。

「活性化している」は3.2％、「やや活性化している」は16.0％で合計19.2％。「あまり活性

化していない」は35.3％、「活性化していない」は12.9％で合計48.2％と、「活性化してい

ない」が「活性化している」を29.0ポイント上回った。

活性化している 3.2

やや活性化

している

16.0

どちらとも

いえない

32.1

あまり活性化

していない

35.3

活性化し

ていない

12.9

無回答

0.4

(n=2,476）

（％）

「活性化している」

（計 19.2）

「活性化していない」

（計 48.2）

5.7

6.9

5.9

2.4

1.5

1.4

2.8

5.3

34.3

28.0

17.7

15.1

17.2

12.0

11.4

18.2

25.7

23.4

24.5

30.8

30.3

31.9

37.9

38.1

20.0

26.3

39.7

33.2

38.0

40.7

36.3

28.2

14.3

15.4

12.2

18.4

13.1

13.8

10.6

8.8

0.2

1.0

1.5

0% 50% 100%

10歳代

20歳代

30歳代

40歳代

50歳代

60歳代

70歳代

80歳以上

■年代別

活性化

している

やや活性化

している

どちらとも

いえない

あまり活性化

していない

活性化

していない

無回答

(n=175)

(n=341)

(n=499)

(n=442)

(n=413)

(n=331)

(n=237)

(n=35)
(40.0)

(34.9)

(23.6)

(17.5)

(18.7)

(13.4)

(14.2)

(23.5)

(41.7)

(51.9)

(51.6)

(51.1)

(54.5)

(46.9)

(37.0)

(34.3)
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４つの基本方針のうち、「そう思う」と「ややそう思う」の合計が最も高かったのは「方針１

まちなか観光の推進（門前町としての歴史や文化が感じられるなど、行きたくなるまちであ

る）」の59.7％。次いで「方針３ まちなか回遊の推進（魅力的なお店や、公園などの居心地

の良い空間があるなど、巡りたくなる（歩きたくなる）まちである）」が32.7％、「方針２

まちなか居住の推進（生活に必要な機能が充実し良好な住環境が整っているなど、住みたくな

るまちである）」が32.6％で並ぶ。「方針４ まちなか交流の推進（幅広い世代の人々が集ま

る場所があるなど、交わりたくなる（交流したくなる）まちである）」は16.7％であった。

④ 中心市街地活性化プランに掲げた４つの基本方針・目標に関する評価

問 長野市では、中心市街地の活性化に向けて、次の４つの基本方針を定め、様々な施策に取

り組んでいます。中心市街地の現状について、方針１～４それぞれにつき、あなたが感じ

る満足度を選んでください。

方針１：まちなか観光の推進
門前町としての歴史や文化が感じられるなど、「行きたくなるまち」である

方針２：まちなか居住の推進
生活に必要な機能が充実し良好な住環境が整っているなど、「住みたくなるまち」
である

方針３：まちなか回遊の推進
魅力的なお店や、公園などの居心地の良い空間があるなど、「巡りたくなる（歩き
たくなる）まち」である

方針４：まちなか交流の推進
幅広い世代の人々が集まる場所があるなど、「交わりたくなる（交流したくなる）
まち」である

17.3

6.1

6.6

2.8

42.4

26.5

26.1

13.9

20.5

32.8

29.4

35.5

15.9

26.6

29.0

36.1

3.5

7.6

8.5

11.2

0.3

0.3

0.4

0.4

0% 50% 100%

方針１

方針２

方針３

方針４

■全体 （n=2,476）

そう思う ややそう思う どちらとも

いえない

あまりそう

思わない

そう思わない 無回答

(59.7)

(32.6)

(32.7)

(16.7)

(34.2)

(37.5)

(47.3)

(19.4)
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年代別では、20歳代から40歳代までは「魅力的な商業環境の充実」が50％を超えている。ま

た、10歳代と80歳以上は「バスなどの公共交通機関の充実」が40％を超えている。

44.1

36.4

33.8

31.3

23.4

18.1

17.0

13.2

13.0

12.1

10.4

10.0

9.7

8.1

2.8

0.6

0 10 20 30 40 50

（n=2,476）

・長野市らしさが感じられる

街並みや景観の形成

・お祭り・イベントの開催

・幅広い世代が交流できる

場の充実

・利用しやすい駐車場の整備

・バスなどの公共交通機関

の充実

・魅力的な商業環境の充実

・快適な歩行者空間の整備

・リノベーションなどによる

空き家・空き店舗の活用

・多様な就業機会の創出

・教育・文化施設の整備

・子育て環境の充実

・居住人口の増加

・広場・公園等の整備

・観光資源の活用

（％）

・無回答

・その他 （複数回答）

45.7

14.3

45.7

17.1 20.0

53.1

26.9
32.0 33.7

20.6

51.9

32.9

19.4
26.6

15.6

54.1

40.2

26.0
28.4

23.0

49.2

37.0 33.4 33.7
26.9

45.5
38.5

30.5 30.8 31.2
36.1 37.3 38.7

32.3

21.6
28.2

37.5
49.0

34.6

19.4

0

10

20

30

40

50

60

魅力的な

商業環境の充実

利用しやすい

駐車場の整備

バスなどの公共

交通機関の充実

長野市らしさが

感じられる街並み

や景観の形成

リノベーションなど

による空き家・

空き店舗の活用

■年代別
10歳代 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70歳代 80歳以上

（n=2,476）
（複数回答）

（上位５項目）

（％）

⑤ 中心市街地が活性化するために必要な取組

問 中心市街地が活性化するためには、どのようなことに取り組めばよいと思いますか。次の

中から、当てはまるものを、３つ以内で選んでください。

最多は「魅力的な商業環境の充実」の44.1％で、２番目は「利用しやすい駐車場の整備」の

36.4％。３番目以降は「バスなどの公共交通機関の充実」が33.8％、「長野市らしさが感じら

れる街並みや景観の形成」が31.3％、「リノベーションなどによる空き家・空き店舗の活用」

が23.4％と続く。
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２．商工団体 ヒアリング調査

（１）調査概要

中心市街地内の商店会など商工団体を対象にヒアリング調査を行い、地域におけるまちづくり

の取組やニーズの把握を行った。

実施日名 称

令和６年12月20日大門町上商店街協同組合１

令和６年12月24日長野市権堂商店街協同組合２

令和７年１月14日協同組合長野駅前商店会３

令和７年１月15日長野市中央通り活性化連絡協議会４

令和７年１月16日元善町商盛会５

令和７年１月16日東参道商店会６

令和７年１月17日協同組合ナガノ駅前センター７

令和７年１月20日長野銀座商店街振興組合８

令和７年１月23日長野市北石堂町商店街振興組合９

令和７年１月29日南石堂町商店街振興組合10

令和７年１月30日長野商工会議所、㈱まちづくり長野11

表2-2-1 商工団体ヒアリング調査 実施状況

（２）調査結果（現状把握・課題抽出）

商店街では担い手不足により、個店の廃業やイベント開催における負担増加が顕在化しており、

イベントへの支援拡充や空き店舗対策、後継者対策など、商店街の活力向上に向けた取組が必要

との意見を多くいただいた。また、増加するインバウンドに対応するための環境整備や、歩行者

のための快適な空間整備、景観の誘導、若者の居場所づくりなど、人々を中心市街地に引き付け

るための取組が必要との意見もいただいた。

このほか、本計画における将来ビジョンの明示を求める意見や、まちづくりへの提案など様々

な意見をいただいた。

【主な意見】

・イベント実施に伴う金銭的及び人的負担が増加している。

・担い手不足により商店街の活力が低下している。(個店の減少)

・空き家や空き店舗に対する対策を拡充してほしい。

・増加するインバウンドへの対応を充実させてほしい。（環境整備への支援など）

・多様な移動手段を確保してほしい。（自動運転、バスターミナル、LRTなど）

・善光寺表参道における歩行者のための道路整備や景観の誘導を推進してほしい。

・ベンチなど快適に休憩できるスペースを確保してほしい。

・集客が期待できる魅力的な施設を整備してほしい。（スポーツ施設、美術館、図書館など）

・若者の居場所づくりを進めてほしい。

・中心市街地における将来ビジョンを明示してほしい。 など
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